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かかりつけ医のための

認知症マニュアル
公益社団法人 日本医師会　編／監修：西島英利
著：阿部康二　池田学　浦上克哉　江澤和彦　瀬戸裕司　武田章敬　渡辺憲

第２版

定価　本体1,000円＋税10％（税込1,100円）／Ｂ５判・136頁／2020年３月発刊
ISBN978-4-7894-1827-0 C3047 ¥1000E／商品№160461

「認知症施策推進大綱」をはじめとした我が国の認知症施策の新しい展開に対応！
●地域のかかりつけ医が，日常診療において認知症の方と家族に対応する際に参考とすべき点をまとめた書
籍です。患者の変化に気づくことで早期対応を行うためのポイントや，認知症の診断基準，専門医への紹介
や介護・福祉サービスとの連携を行う際の具体的な手続きなどをわかりやすくまとめています。
●2025年には認知症の方は約700万人に達すると予測され，認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる
社会の実現をめざし，国を挙げて認知症対策が進められています。地域の医師にも，認知症患者に早期から対
応することが求められています。本書は研修等を受ける前の医師がはじめに読む入門書としても最適です。
●新オレンジプランや認知症施策推進大綱，認知症高齢者の運転免許に関する道路交通法の改正など，好評
を博した前回版の内容をアップデートするとともに新たなコンテンツを追加し，最新の認知症施策に対応
したより充実したマニュアルとなっています。

マンガでわかる

75歳からの運転免許
定価　本体1,500円＋税10％（税込1,650円）／Ｂ５判・180頁／2019年9月発刊
ISBN978-4-7894-0651-2 C2032 ¥1500E／商品№160652

高齢者の運転免許と認知機能検査のすべてがわかる
●巻頭に，わかりやすいマンガを掲載し，認知症高齢者の運転と免許に関する制度や，周囲の人たちの対応に
ついての内容もさらに詳しくなった最新版です。
●「道路交通法の一部を改正する法律」による，①臨時適性検査制度，②臨時認知機能検査制度，③臨時高齢
者講習制度についても詳しく解説しています。
●高齢者の方ご本人やご家族の方々のみならず，診断書作成に携わるかかりつけ医や，関わりの深い介護保険
事業者・地域包括支援センター，市町村等の高齢者の相談窓口の方が，知っておくべき情報をわかりやすく
まとめた関係者必携の一冊です。

https://info.shaho.co.jp/iryou/

制度・実務に強い，
医療・介護の
情報提供サイト

TEL.03-3252-7901　FAX.03-3252-7977
〒101-8522　東京都千代田区内神田 2-15-9 The Kanda 282
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必要な情報を見開きで配置，一覧性に優れた定本
令和３年４月報酬改定後の全容を提示

Ⅰ　在宅の要介護者へのサービス
⑴居宅サービス
⑵地域密着型サービス
⑶居宅介護支援

Ⅱ　要介護者への施設サービス
⑴介護老人福祉施設
⑵介護老人保健施設
⑶介護療養型医療施設
⑷介護医療院

Ⅲ　要支援者へのサービス
⑴介護予防サービス
⑵地域密着型介護予防サービス
⑶介護予防支援

■介護報酬の算定構造一覧
①指定居宅サービス・指定介護予防サービス
②指定地域密着型サービス・
　指定地域密着型介護予防サービス
③指定居宅介護支援・指定介護予防支援
④指定施設サービス等

本書の構成

Ⅴ　総合事業（第１号訪問事業・第１号通所事業・第１号介護予防支援事業）関連

付　福祉用具購入費・住宅改修費

■索引

Ⅳ　改正告示附則（経過措置）

本書の中心となる部分です。
○各サービスの介護報酬に関して，単位数表告示－関係告
示－留意事項通知を３段構成で提示。実務に役立つ情報
をまとめています。

○サービス別に，基本部分の項目と注による加算・減算の
項目の関係を一覧で整理しています。
○各サービスの基本項目がどのように区分されているか，注
による加算・減算にどのような項目があり，どのように適
用されるのかを確認するのに便利です。

●介護報酬の算定に関する情報を網羅しています。「算定基準告示（単位数表）」と，算定要件を定めたいわ
ゆる「関係告示」の内容，そして「留意事項通知」を見開き３段で掲載，算定できる単位数はもちろん，算
定要件などのポイントも明快に知ることができます。
●３段構成部分は２色刷りで見やすさ・使いやすさに定評があります。
●介護保険の事業者，施設での介護報酬の算定･請求やサービス計画作成における給付管理業務に必携の書
です。

介護報酬の解釈
1単位数表編
定価　本体4,900円＋税（税込5,390円）
Ｂ５判・1,632頁
ISBN978-4-7894-0501-0 C3047 ¥4900E 
商品No.110425

令和３年４月版
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算定基準告示
（単位数表） 留意事項通知

令和３年４月改定箇所を
下線で表示

介護報酬改定時の新規事項を
このように明示関係告示

関係告示の内容をほぼ原典に
そって記載（法令特有の表現の
みを省略。実務上は原典どお
りと考えられる内容を記載）

他のサービスの規定を準用する場合
などは，破線囲みで掲載。〔　〕で読
み替えの例などを示しています。
（このほか，編注や参照ページなど
を〔　〕で明記しています）

単位数表の中にはない基準
や要件（関係告示）を示す
文章はアミかけで表記し，
関係告示の内容を右欄また
は近傍に掲載
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指定基準と関係通知を集成した基本書
条例制定や事業所・施設運営の一助に
●介護報酬の算定の前提となる事業者・施設の「指定基準」について，国が発出した省令・通知を網羅。各
サービスについて，「サービス提供の基本方針」「人員基準」「施設･設備基準」「運営基準」を掲載。指定
基準の各条文に解釈通知を配置, 他サービスからの準用規定を読み替えたうえで掲載するなど，実務本位
に編集しています。
●個別サービス提供についての関係告示・通知も併載しています。
●自治体の条例制定に役立つよう，従うべき基準や標準とする国の基準をわかりやすく示しています。
●令和３年度介護報酬改定では，感染症対策の強化，業務継続に向けた取り組みの強化，ハラスメント対策
の強化，会議や多職種連携におけるICTの活用，高齢者虐待防止の推進，LIFE情報の収集・活用とPDCA
サイクルの推進などに対応し，基準が改正されました。

Ⅱ　施設サービスの基準
⑴介護老人福祉施設
⑵介護老人保健施設
⑶介護療養型医療施設
⑷介護医療院

Ⅲ　介護予防サービス等の基準
⑴介護予防サービス
⑵地域密着型介護予防サービス
⑶介護予防支援
付　総合事業のサービス

Ⅳ　指定基準関係告示・通知等

Ⅰ　居宅サービス等の基準
⑴居宅サービス
⑵地域密着型サービス
⑶居宅介護支援

本書の構成

Ⅴ　サービス事業所関連─その他の主な通知等

○左欄に国（厚生労働省）による基準省令，右欄にその解釈通知
を対照させて配置することにより，項目ごとの規定内容を明快
に示しています。
○他のサービスの規定を準用する旨が定められている項目は，所
要の読替えを行ったうえで準用元の条文・規定を再掲し，実務上
の便を図っています。
○各項目について，基準の自治体への条例委任に際し，国の基準
が①「従うべき項目」，②「標準とする項目」であるものにはそ
れぞれ記号を付し（③「参酌すべき項目」は無印），区別がつく
ようになっています。
○基準に関連する告示・通知等のうち，個別サービスに固有なも
のは，サービスの末尾に掲載しています。

○基準に関連する告示・通知等のうち，複数のサービスに関係す
るものをまとめています。

■事業所・施設の指定等のあらまし（解説） ○指定等のしくみのポイントを簡単にまとめています。

■介護報酬改定と指定基準の改正（参考） ○令和３年度の基準改正のポイントを表にまとめています。

介護報酬の解釈
2指定基準編
定価　本体4,500円＋税（税込4,950円）
Ｂ５判・1,584頁
ISBN978-4-7894-0502-7 C3047 ¥4500E

商品No.110426

令和３年4月版
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Ⅰ- 1居宅サービス

成されなければならないこととしたものである。
　 　なお，通所介護計画を作成後に居宅サービス計
画が作成された場合は，当該通所介護計画が居宅
サービス計画に沿ったものであるか確認し，必要
に応じて変更するものとする。
④ 　通所介護計画は利用者の心身の状況，希望及び
その置かれている環境を踏まえて作成されなけれ
ばならないものであり，サービス内容等への利用
者の意向の反映の機会を保障するため，指定通所
介護事業所の管理者は，通所介護計画の作成に当
たっては，その内容等を説明した上で利用者の同
意を得なければならず，また，当該通所介護計画
を利用者に交付しなければならない。
　 　なお，交付した通所介護計画は，居宅基準第
104条の４第２項の規定に基づき，２年間保存し
なければならない。
⑤ 　通所介護計画の目標及び内容については，利用
者又は家族に説明を行うとともに，その実施状況
や評価についても説明を行うものとする。
⑥ 　居宅サービス計画に基づきサービスを提供して
いる指定通所介護事業者については，第３の一
〔訪問介護〕の３の⒁の⑥を準用する。この場合
において，「訪問介護計画」とあるのは「通所介
護計画」と読み替える。

　第３の一の３の⒁の⑥より
　 　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
する基準（平成11年厚生省令第38号）第13条第
十二号において，「介護支援専門員は，居宅サー
ビス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等
に対して，指定居宅サービス等基準において位置
付けられている計画の提出を求めるものとする」
と規定していることを踏まえ，居宅サービス計画
に基づきサービスを提供している指定通所介護事
業者は，当該居宅サービス計画を作成している指
定居宅介護支援事業者から訪問通所計画の提供の
求めがあった際には，当該通所介護計画を提供す
ることに協力するよう努めるものとする。

⒂　利用者に関する市町村への通知　☆一
　居宅基準第26条は，偽りその他不正な行為によっ
て保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又
は重大な過失等により，要介護状態又はその原因と
なった事故を生じさせるなどした者については，市
町村が，法第22条第１項に基づく既に支払った保険
給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を
行うことができることに鑑み，指定通所介護事業者
が，その利用者に関し，保険給付の適正化の観点か
ら市町村に通知しなければならない事由を列記した
ものである。

⒃　緊急時等の対応　☆一
　居宅基準第27条は，通所介護従業者が現に指定通
所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急

ければならない。
４ 　指定通所介護事業所の管理者は，通所介護計画
を作成した際には，当該通所介護計画を利用者に
交付しなければならない。
５ 　通所介護従業者は，それぞれの利用者につい
て，通所介護計画に従ったサービスの実施状況及
び目標の達成状況の記録を行う。

第 26条　指定通所介護事業者は，指定通所介護を
受けている利用者が次の各号のいずれかに該当す
る場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町
村に通知しなければならない。
　一 　正当な理由なしに指定通所介護の利用に関す
る指示に従わないことにより，要介護状態の程
度を増進させたと認められるとき。

　二 　偽りその他不正な行為によって保険給付を受
け，又は受けようとしたとき。

第 27条　通所介護従業者は，現に指定通所介護の
提供を行っているときに利用者に病状の急変が生

利用者に関する市町村への通知
（☆基準第105条）

緊急時等の対応（☆基準第105条）

－ 201 －

7 通所介護（運営基準）

変が生じた場合その他必要な場合は，運営規程に定
められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の
医師（以下「主治医」という。）への連絡を行う等
の必要な措置を講じなければならないこととしたも
のである。

⑷　管理者の責務　☆二
　居宅基準第52条は，指定通所介護事業所の管理者
の責務を，指定通所介護事業所の従業者の管理及び
指定通所介護の利用の申込みに係る調整，業務の実
施状況の把握その他の管理を一元的に行うととも
に，当該指定通所介護事業所の従業者に居宅基準の
第７章第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命
令を行うこととしたものである。
 

⑷　運営規程
　居宅基準第100条は，指定通所介護の事業の適正
な運営及び利用者に対する適切な指定通所介護の提
供を確保するため，同条第一号から第十一号までに
掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定通
所介護事業所ごとに義務づけたものであるが，特に
次の点に留意するものとする。
①　営業日及び営業時間（第三号）
　 　指定通所介護の営業日及び営業時間を記載する
こと。
　 　なお，８時間以上９時間未満の指定通所介護の
前後に連続して延長サービスを行う指定通所介護
事業所にあっては，サービス提供時間とは別に当
該延長サービスを行う時間を運営規程に明記する
こと（居宅基準第117条第三号についても同趣旨）。
　 　例えば，提供時間帯（９時間）の前に連続して
１時間，後に連続して２時間，合計３時間の延長
サービスを行う指定通所介護事業所にあっては，
当該指定通所介護事業所の営業時間は12時間であ
るが，運営規程には，提供時間帯９時間，延長サ
ービスを行う時間３時間とそれぞれ記載するもの
とすること（居宅基準第117条第三号の「営業日
及び営業時間」についても同趣旨）。
②　指定通所介護の利用定員（第四号）
　 　利用定員とは，当該指定通所介護事業所におい
て同時に指定通所介護の提供を受けることができ
る利用者の数の上限をいうものであること（居宅
基準第117条第四号の「指定通所リハビリテーシ
ョンの利用定員」についても同趣旨）。
③ 　指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の
額（第五号）
　 　「指定通所介護の内容」については，入浴，食
事の有無等のサービスの内容を指すものであるこ
と（居宅基準第117条第五号の「指定通所リハビ
リテーションの内容」についても同趣旨）。
④　サービス利用に当たっての留意事項（第七号）
　 　利用者が指定通所介護の提供を受ける際に，利
用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する

じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医
師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ
ならない。

第 52条　指定通所介護事業所の管理者は，指定通
所介護事業所の従業者の管理及び指定通所介護の
利用の申込みに係る調整，業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行うものとする。
２ 　指定通所介護事業所の管理者は，当該指定通所
介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させる
ため必要な指揮命令を行うものとする。

第 100条　指定通所介護事業者は，指定通所介護事
業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重
要事項に関する規程（以下この章（第５節を除
く。）において「運営規程」という。）を定めてお
かなければならない。
　一　事業の目的及び運営の方針
　二　従業者の職種，員数及び職務の内容
　三　営業日及び営業時間
　四　指定通所介護の利用定員
　五 　指定通所介護の内容及び利用料その他の費用
の額

　六　通常の事業の実施地域
　七　サービス利用に当たっての留意事項
　八　緊急時等における対応方法
　九　非常災害対策
　十　虐待の防止のための措置に関する事項
　十一　その他運営に関する重要事項

　　（虐待の防止に係る経過措置）
※ 令３省令９号附則第２条　この省令の施行の日
〔令和３年４月１日〕から令和６年３月31日まで
の間，〔略〕新居宅サービス等基準〔略〕第100条
（新居宅サービス等基準第105条の３及び第109条
において準用する場合を含む。）〔略〕の規定の適
用については，これらの規定中「，次に」とある
のは「，虐待の防止のための措置に関する事項に
関する規程を定めておくよう努めるとともに，次
に」と，「重要事項」とあるのは「重要事項（虐
待の防止のための措置に関する事項を除く。）」と
する。 

管理者の責務（☆基準第105条）

編注：「この節の規定」とは，通所介護の運営に関
する基準を指す。

運営規程

編注：虐待の防止に係る措置は，令和６年３月31
日まで努力義務（令和６年４月１日より義務化）。

新
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Ⅰ- 1居宅サービス

⑴　従業者の員数（居宅基準第93条）
① 　指定通所介護の単位とは，同時に，一体的に提
供される指定通所介護をいうものであることか
ら，例えば，次のような場合は，２単位として扱
われ，それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保
する必要がある。
　イ 　指定通所介護が同時に一定の距離を置いた２
つの場所で行われ，これらのサービスの提供が
一体的に行われているといえない場合

　ロ 　午前と午後とで別の利用者に対して指定通所
介護を提供する場合

　　 　また，利用者ごとに策定した通所介護計画に
位置づけられた内容の指定通所介護が一体的に
提供されていると認められる場合は，同一単位
で提供時間数の異なる利用者に対して指定通所
介護を行うことも可能である。なお，同時一体

１　人員に関する基準

▷ 右段は基準省令の解釈通知「指定居宅サービス等及び
指定介護予防サービス等に関する基準について」の
「第３　介護サービス」のうちの「六　通所介護」及
び他からの準用（参照）規定をもとに，基準省令の条
文等に対応して該当部分を配置した（準用項目につい
ては，準用に伴う読替えを下線で表示）。
▷ 関係通知については，該当箇所に※印で名称を掲載し
た。

▷ 左段は基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員，
設備及び運営に関する基準」のうちの「第７章　通所
介護」及び基準第105条による他の章からの準用規定
（☆で明示，準用に伴う読替えは下線で表示）を掲載
した。

▷ 改正省令附則・関係告示については，該当箇所に※印
で明示の上，条文または内容・名称を掲載した。

▷ 条例を定めるにあたり従うべき基準の該当項目に◆印
を，標準とする基準の該当項目に◇印を附した。

第 92条　指定居宅サービスに該当する通所介護
（以下「指定通所介護」という。）の事業は，要介
護状態となった場合においても，その利用者が可
能な限りその居宅において，その有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことができるよう生活
機能の維持又は向上を目指し，必要な日常生活上
の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の
社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに
利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図
るものでなければならない。

第 93条　指定通所介護の事業を行う者（以下「指
定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う
事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）
ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま
でにおいて「通所介護従業者」という。）の員数
は，次のとおりとする。
　一 　生活相談員　指定通所介護の提供日ごとに，
当該指定通所介護を提供している時間帯に生活
相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる
者に限る。）が勤務している時間数の合計数を
当該指定通所介護を提供している時間帯の時間
数で除して得た数が１以上確保されるために必
要と認められる数

　二 　看護師又は准看護師（以下この章において
「看護職員」という。）　指定通所介護の単位ご
とに，専ら当該指定通所介護の提供に当たる看

第１節　基本方針
基本方針

第２節　人員に関する基準
従業者の員数 ◆

第 93条　指定通所介護の事業を行う者（以下「指
定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う
事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）
ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま
でにおいて「通所介護従業者」という。）の員数
は，次のとおりとする。

　一　生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに，
当該指定通所介護を提供している時間帯に生活
相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる
者に限る。）が勤務している時間数の合計数を
当該指定通所介護を提供している時間帯の時間
数で除して得た数が１以上確保されるために必
要と認められる数

　二　看護師又は准看護師（以下この章において
「看護職員」という。）　指定通所介護の単位ご
とに，専ら当該指定通所介護の提供に当たる看

通所介護
（人員，設備，運営の基準）7

（☆は準用を示す）
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7 通所介護（基本方針／人員基準）

的に行われているとは認められない場合は，別
単位となることに留意すること。

② 　８時間以上９時間未満の指定通所介護の前後に
連続して延長サービスを行う場合にあっては，事
業所の実情に応じて，適当数の従業者を配置する
ものとする。
③ 　居宅基準第93条第１項第一号の生活相談員及び
同項第三号の介護職員の人員配置については，当
該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する
時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）
を提供時間数で除して得た数が基準において定め
られた数以上となるよう，勤務延時間数を確保す
るよう定めたものであり，必要な勤務延時間数が
確保されれば当該職種の従業者の員数は問わない
ものである。
④ 　生活相談員については，指定通所介護の単位の
数にかかわらず，次の計算式のとおり指定通所介
護事業所における提供時間数に応じた生活相談員
の配置が必要になるものである。ここでいう提供
時間数とは，当該事業所におけるサービス提供開
始時刻から終了時刻まで（サービスが提供されて
いない時間帯を除く。）とする。
（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式）
　 提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間
数
　 　例えば，１単位の指定通所介護を実施している
事業所の提供時間数を６時間とした場合，生活相
談員の勤務延時間数を，提供時間数である６時間
で除して得た数が１以上となるよう確保すればよ
いことから，従業者の員数にかかわらず６時間の
勤務延時間数分の配置が必要となる。また，例え
ば午前９時から正午，午後１時から午後６時の２
単位の指定通所介護を実施している事業所の場
合，当該事業所におけるサービス提供時間は午前
９時から午後６時（正午から午後１時までを除
く。）となり，提供時間数は８時間となることか
ら，従業者の員数にかかわらず８時間の勤務延時
間数分の配置が必要となる。
　 　なお，指定通所介護事業所が，利用者の地域で
の暮らしを支えるため，医療機関，他の居宅サー
ビス事業者，地域の住民活動等と連携し，指定通
所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生
活を支える地域連携の拠点としての機能を展開で
きるように，生活相談員の確保すべき勤務延時間
数には，「サービス担当者会議や地域ケア会議に
出席するための時間」，「利用者宅を訪問し，在宅
生活の状況を確認した上で，利用者の家族も含め
た相談・援助のための時間」，「地域の町内会，自
治会，ボランティア団体等と連携し，利用者に必
要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発
掘・活用のための時間」など，利用者の地域生活
を支える取組のために必要な時間も含めることが
できる。
　 　ただし，生活相談員は，利用者の生活の向上を
図るため適切な相談・援助等を行う必要があり，

護職員が１以上確保されるために必要と認めら
れる数

　三 　介護職員　指定通所介護の単位ごとに，当該
指定通所介護を提供している時間帯に介護職員
（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限
る。）が勤務している時間数の合計数を当該指
定通所介護を提供している時間数（次項におい
て「提供単位時間数」という。）で除して得た
数が利用者（当該指定通所介護事業者が法第
115条の45第１項第一号ロに規定する第一号通
所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護
予防通所介護に相当するものとして市町村が定
めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を
併せて受け，かつ，指定通所介護の事業と当該
第一号通所事業とが同一の事業所において一体
的に運営されている場合にあっては，当該事業
所における指定通所介護又は当該第一号通所事
業の利用者。以下この節及び次節において同
じ。）の数が15人までの場合にあっては１以上，
15人を超える場合にあっては15人を超える部分
の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確
保されるために必要と認められる数

　四 　機能訓練指導員　１以上
２ 　指定通所介護事業者は，指定通所介護の単位ご
とに，前項第三号の介護職員を，常時１人以上当
該指定通所介護に従事させなければならない。
３ 　第１項の規定にかかわらず，介護職員は，利用
者の処遇に支障がない場合は，他の指定通所介護
の単位の介護職員として従事することができるも
のとする。
４ 　前３項の指定通所介護の単位は，指定通所介護
であってその提供が同時に１又は複数の利用者に
対して一体的に行われるものをいう。
５ 　第１項第四号の機能訓練指導員は，日常生活を
営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練
を行う能力を有する者とし，当該指定通所介護事
業所の他の職務に従事することができるものとす
る。
６ 　第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以
上は，常勤でなければならない。
７ 　指定通所介護事業者が第１項第三号に規定する
第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて
受け，かつ，指定通所介護の事業と当該第一号通
所事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合については，市町村の定める当該第
一号通所事業の人員に関する基準を満たすことを
もって，前各項に規定する基準を満たしているも
のとみなすことができる。 

護職員が１以上確保されるために必要と認めら
れる数

　三 　介護職員　指定通所介護の単位ごとに，当該
指定通所介護を提供している時間帯に介護職員
（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限
る。）が勤務している時間数の合計数を当該指
定通所介護を提供している時間数（次項におい
て「提供単位時間数」という。）で除して得た
数が利用者（当該指定通所介護事業者が法第
115条の45第１項第一号ロに規定する第一号通
所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護
予防通所介護に相当するものとして市町村が定
めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を
併せて受け，かつ，指定通所介護の事業と当該
第一号通所事業とが同一の事業所において一体
的に運営されている場合にあっては，当該事業
所における指定通所介護又は当該第一号通所事
業の利用者。以下この節及び次節において同
じ。）の数が15人までの場合にあっては１以上，
15人を超える場合にあっては15人を超える部分
の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確
保されるために必要と認められる数

　四 　機能訓練指導員　１以上
２ 　指定通所介護事業者は，指定通所介護の単位ご
とに，前項第三号の介護職員を，常時１人以上当
該指定通所介護に従事させなければならない。

３ 　第１項の規定にかかわらず，介護職員は，利用
者の処遇に支障がない場合は，他の指定通所介護
の単位の介護職員として従事することができるも
のとする。

４ 　前３項の指定通所介護の単位は，指定通所介護
であってその提供が同時に１又は複数の利用者に
対して一体的に行われるものをいう。

５ 　第１項第四号の機能訓練指導員は，日常生活を
営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練
を行う能力を有する者とし，当該指定通所介護事
業所の他の職務に従事することができるものとす
る。

６ 　第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以
上は，常勤でなければならない。

７ 　指定通所介護事業者が第１項第三号に規定する
第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて
受け，かつ，指定通所介護の事業と当該第一号通
所事業とが同一の事業所において一体的に運営さ
れている場合については，市町村の定める当該第
一号通所事業の人員に関する基準を満たすことを
もって，前各項に規定する基準を満たしているも
のとみなすことができる。 
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該当

左欄は，基準省令
（国の基準）を配置

右欄は，解釈通知（国の
基準）の該当箇所を配置

ページをまたいでも
わかるよう◆印をつ
けた項目全体にアミ
かけ

居宅サービスと地域密
着型サービスは，他の
章からの準用規定を各
サービスにあわせ読み
替えて掲載，各サービ
スに必要な基準をすべ
て掲載

く。

実質的な変更が
あった部分に，
破線の下線
新規項目には　
の記号

新

　イ

指指指
行う

都道府県・市町村が条例
を定めるにあたり国の基
準に従うべき項目に◆印，
標準とする項目に◇印
（除外項目・限定項目は印に
〔　〕で明記）

準用に伴う読替えを
下線で表示
〔読替え前〕
指定訪問介護事業者は，
〔読替え後〕
指定通所介護事業者は，

関す
（☆基準
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厚生労働省発出のＱ＆Ａをサービス別に整理して収載
関係法令も集成，さらに実務に精通するための一冊
●厚生労働省によるQ＆Aをサービス種別・内容に応じてまとめ,質問の対象となった単位数表等の該当部分
とともに掲載しました。
●テーマごとの関連告示・通知と請求書・明細書の記載要領を集大成，介護報酬・指定基準の実務・運用の
細部にふみこむ一冊です。

Ⅱ　指定基準Ｑ＆Ａ（人員／設備／運営）
⑴全サービス共通
⑵居宅サービス・介護予防サービス
⑶施設サービス
⑷地域密着型サービス

■法令・通知
⑴単位数表関係告示
⑵介護報酬算定体制の届出
⑶居宅介護支援・介護予防支援の計画書等
⑷事務処理手順・様式例
⑸居住費・食費の低所得者対策
⑹介護給付費の請求
⑺医療保険等との調整
⑻介護扶助
⑼介護予防・日常生活支援総合事業

Ⅰ　介護報酬Ｑ＆Ａ
⑴全サービス共通
⑵居宅サービス・介護予防サービス
⑶施設サービス
⑷地域密着型サービス

本書の構成

Ⅲ　令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ

Ⅳ　新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い
Ｑ＆Ａ等

■請求書・明細書の記載要領

○厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」に準じた情報を
掲載しています。
○平成12年の制度発足時から令和２年度までのＱ＆Ａは，
介護報酬Ｑ＆Ａと指定基準Ｑ＆Ａに大別し，それぞれを
サービス種別単位でまとめています。
○令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａは別掲してい
ます。

○単位数表において「別に定める」とされた告示の原文を
掲載しているほか，介護報酬の算定の根拠となる法令・
通知などをテーマ別に掲載しています。
○介護サービス計画書（ケアプラン）の作成通知や，各サー
ビスの加算等に必要な事務処理手順・様式例も掲載して
います。
○介護扶助や市町村が実施する介護予防・日常生活支援
総合事業といった，単位数表に留まらない情報もカバー
しています。

○介護報酬の請求に関する情報を様式の種類ごとにまとめ
ており，それぞれの様式の記載方法を端的に知ることが
できます。

介護報酬の解釈
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Ⅰ 単位数表関係告示

一 　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（平成12年厚生省告示第19号）別
表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下
「指定居宅サービス介護給付費単位数表」とい
う。）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定
める基準

　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
　イ 　利用者又はその家族等から電話等による連

絡があった場合に，常時対応できる体制にあ
ること。

　ロ 　指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等
の事業の人員，設備及び運営に関する基準
（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅
サービス等基準」という。）第５条第１項に
規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同
じ。）に係る指定訪問介護事業者（指定居宅
サービス等基準第５条第１項に規定する指定
訪問介護事業者をいう。以下同じ。）が次の
いずれかに該当すること。

厚生労働大臣が定める基準

　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（平成12年厚生省告示第19号），指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成12年厚生省告示第20号），指定施設サービス
等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12
年厚生省告示第21号），指定地域密着型サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
厚生労働省告示第126号），指定介護予防サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
厚生労働省告示第127号）及び指定地域密着型介
護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準（平成18年厚生労働省告示第128号）の規定
に基づき，厚生労働大臣が定める基準（平成24年
厚生労働省告示第96号）の全部を次のように改正
する。

　　⑴ 　当該指定訪問介護事業者が指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定
地域密着型サービスの事業の人員，設備及
び運営に関する基準（平成18年厚生労働省
令第34号。以下「指定地域密着型サービス
基準」という。）第３条の４第１項に規定
する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併
せて受け，かつ，一体的に事業を実施して
いること。

　　⑵ 　当該指定訪問介護事業者が指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定
を併せて受けようとする計画を策定してい
ること（当該指定訪問介護事業者について
は，要介護状態区分が要介護３，要介護４
又は要介護５である者に対して指定訪問介
護（指定居宅サービス等基準第４条に規定
する指定訪問介護をいう。以下同じ。）を
行うものに限る。）。

二 　削除

三　訪問介護費における特定事業所加算の基準
　イ 　特定事業所加算（Ⅰ）　次に掲げる基準の

いずれにも適合すること。
　　⑴ 　指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員

等（登録型の訪問介護員等（あらかじめ当
該指定訪問介護事業所に登録し，当該指定
訪問介護事業所から指示があった場合に，
直接，当該指示を受けた利用者の居宅を訪
問し，指定訪問介護を行う訪問介護員等を
いう。）を含む。以下同じ。）に対し，訪問
介護員等ごとに研修計画を作成し，当該計
画に従い，研修（外部における研修を含
む。）を実施又は実施を予定していること。

　　⑵ 　次に掲げる基準に従い，指定訪問介護が
行われていること。

厚生労働大臣が定める基準

⑶大臣基準告示 平成27年3月23日 厚生労働省告示第95号

（旧；平成12年2月10日 厚生省告示第25号）
（全部改正；平成24年3月13日 厚生労働省告示第96号）
（全部改正；平成27年3月23日 厚生労働省告示第95号）
（最終改正；令和３年３月15日 厚生労働省告示第73号）

－ 1269 －

１　介護給付費請求書

⑴　サービス提供年月
　 　請求対象となるサービスを提供した年月を和暦で，「年」｢月｣それぞれ右詰で記載すること。
⑵　請求先
　 　保険者名，公費負担者名等を記載すること。ただし，記載を省略して差し支えないこと。
⑶　請求日
　　審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。
⑷　請求事業所
　①　事業所番号
　　　指定事業所番号又は基準該当事業所の登録番号を記載すること。
　②　名称
　　　指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
　③　所在地
　　 　指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地とその郵便番号を記載すること。
　④　連絡先
　　 　審査支払機関，保険者からの問い合わせ用の連絡先電話番号を記載すること。
⑸　保険請求（サービス費用に係る部分）
　 　保険請求の介護給付費明細書（介護保険制度の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者で介護保険法
施行令（平成10年政令第412号）第２条各号の特定疾病により要介護状態又は要支援状態にある者（以下
「被保険者でない要保護者」という。）の場合を除く。）について居宅サービス・施設サービス・介護予防サ
ービス・地域密着型サービス等及び居宅介護支援・介護予防支援の２つの区分ごとに，以下に示す項目の集
計を行って記載すること。合計欄には２つの区分の合計を記載すること。
　①　件数
　　 　保険請求対象となる介護給付費明細書の件数（介護給付費明細書の様式ごとに被保険者等１人分の請求

を１件とする。）を記載すること。
　②　単位数・点数
　　 　保険給付対象の単位数及び点数の合計を記載すること。
　③　費用合計
　　 　介護給付費明細書の保険請求対象単位数（点数）に単位数（点数）あたり単価を乗じた結果（小数点以

下切り捨て）の合計を記載すること（金額は保険請求額，公費請求額及び利用者負担の合計額）。
　④　保険請求額
　　 　介護給付費明細書の保険請求額の合計額を記載すること。
　⑤　公費請求額
　　 　介護給付費明細書の公費請求額の合計額を記載すること。
　⑥　利用者負担
　　 　介護給付費明細書の利用者負担額と公費分本人負担額を合計した額を記載すること。
⑹　保険請求（特定入所者介護サービス費等に係る部分）
　 　保険請求の介護給付費明細書（被保険者でない要保護者の場合を除く。）について以下に示す項目の集計
を行って記載すること。合計欄に同じ内容を記載すること。
　①　件数
　　 　特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費（以下「特定入所者介護サービス費等」

という。）として，食費及び居住費（滞在費を含む。以下同じ。）が記載された介護給付費明細書の件数を
記載すること。

１　介護給付費請求書に関する事項（様式第一）

介護給付費請求書等の記載要領について
（平成13年11月16日 老老発第31号）

（最終改正；令和３年３月16日 老高発0316第３号・老認発0316第６号・老老発0316第５号 別紙17）

－ 12 －

介護報酬・Ⅰ 全サービス

　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差
し支えないか。

　そのような取扱はできない。

介護報酬通知（平12老企36号）・第２の１・⑴〔居宅サービスの例〕
⑴　算定上における端数処理について
　①　単位数算定の際の端数処理
　　 　単位数の算定については，基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に，
小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり，絶えず整数値に割合を乗じていく計算にな
る。

　　 　この計算の後，指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和３年厚生
労働省告示第73号）附則第12条に規定する単位数の計算を行う場合も，小数点以下の端数処理（四捨五入）を行う
が，小数点以下の端数処理の結果，上乗せされる単位数が１単位に満たない場合は，１単位に切り上げて算定する。

　　 　ただし，特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物利用者20人以上にサービスを行う場合の減算を算定する場合等については，対象となる単位数の合計に当該加減
算の割合を乗じて，当該加減算の単位数を算定することとする。

　（例１）訪問介護（身体介護中心　20分以上30分未満で250単位）
　　　　・ 夜間又は早朝にサービスを行う場合，所定単位数の25％を加算
　　　　　250×1.25＝312.5→313単位
　　　　・ この事業所が特定事業所加算（Ⅳ）を算定している場合，所定単位数の５％を加算
　　　　　313×1.05＝328.65→329単位
　　　　＊250×1.25×1.05＝328.125として四捨五入するのではない。
　（例２）訪問介護（身体介護中心　30分以上１時間未満で396単位）
　　　　・ 月に６回サービスを行い，特別地域加算の対象となる場合，対象となる単位数の合計に15％を加算
　　　　　396×６回＝2,376単位
　　　　　2,376×0.15＝356.4→356単位
　②　金額換算の際の端数処理
　　 　算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数については「切り捨て」とする。
　（例）前記①の事例（例１）で，このサービスを月に８回提供した場合（地域区分は１級地）
　　　　　　　329単位×８回＝2,632単位
　　　　　　　2,632単位×11.40円／単位＝30,004.80円→30,004円
　 　なお，サービスコードについては，加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており，その合成単位
数は，既に端数処理をした単位数（整数値）である。

　要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について。

　例えば４月15日に区分変更申請を行い，要介護２から要介護３に変更となった場合，14日まで「要介
護２」に応じた単位数で請求し，15日からは「要介護３」に応じた単位数で請求する。また，変更申請

⑴一般的事項
Q1 16

12.4.28【5】Ⅳ 4利用者自己負担額の請求　10円単位の請求は可能か

　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差
し支えないか。

参　　　考

Q2 19
15.6.30【18】22要介護状態区分が月途中で変更の場合　どちらの区分で請求するか

　要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について。

全サービス共通

－ 523 －

③居宅療養管理指導・通所系サービス・居住系サービス・施設サービス等

　 　 各利用者の通所サービスの所要時間は，心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サ
ービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり，各利用者の所要時間に応じた区分で請求する
こととなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は，これらを踏まえて適正に設
定する必要がある。

問  24　各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり，サービス提供時間の最低限の所要時
間はあるのか。

・ 　所要時間による区分は現に要した時間ではなく，通所サービス計画に位置づけられた通所サービス
を行うための標準的な時間によることとされており，例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護
の内容が８時間以上９時間未満であり，当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたのであれ
ば，８時間以上９時間未満の通所介護費を請求することになる。

・ 　ただし，通所サービスの提供の開始に際しては，予めサービス提供の内容や利用料等の重要事項に
ついて，懇切丁寧に説明を行った上で同意を得ることとなっていることから，利用料に応じた，利用
者に説明可能なサービス内容となっている必要があることに留意すること。

※　平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成24年３月16日）問58は削除する。

（平24 .3.16問58）各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり，サービス提供時間の最低限の所要時間はある
のか。

　 　 所要時間による区分は現に要した時間ではなく，通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標
準的な時間によることとされており，例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が７時間以上９時間未
満であり，当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたのであれば，７時間以上９時間未満の通所介護費を
請求することになる。
ただし，通所サービスの提供の開始に際しては，あらかじめ，サービス提供の内容や利用料等の重要事項について
懇切丁寧に説明を行い同意を得ることとなっていることから，利用料に応じた，利用者に説明可能なサービス内容
となっている必要があることに留意すること。

問  25　１人の利用者に対して，７時間の通所介護に引き続いて５時間の通所介護を行った場合は，
それぞれの通所介護費を算定できるのか。

・ 　それぞれのプログラムが当該利用者の心身の状況や希望等に応じて作成され，当該プログラムに従
って，単位ごとに効果的に実施されている場合は，それぞれの単位について算定できる。なおこの場
合にあっても１日につき算定することとされている加算項目は，当該利用者についても当該日に１回
限り算定できる。

・ 　単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は，通算時間は12時間として，９時間
までの間のサービス提供に係る費用は所要時間８時間以上９時間未満の場合として算定し９時間以降
12時間までの間のサービス提供に係る費用は，延長加算を算定（または延長サービスに係る利用料と
して徴収）する。

※　平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成24年３月16日）問64は削除する。

（平24 .3.16問64）７時間の通所介護に引き続いて５時間の通所介護を行った場合は，それぞれの通所介護費を算定でき
るのか。

　 　 日中と夕方に行われるそれぞれのプログラムが個々の利用者に応じて作成され，当該プログラムに従って，単位ご
とに効果的に実施されている場合は，それぞれの単位について算定できる。この場合も，１日につき算定すること
とされている加算項目は当該利用者についても当該日に１回限り算定できる。
単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は，通算時間は12時間として，所要時間７時間以上９
時間未満の通所介護費に３時間分の延長サービスを加算して算定する。

（答）

サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方

問  24　各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり，サービス提供時間の最低限の所要時
間はあるのか。

削　　　除

（答）

問  25　１人の利用者
それぞれの通所介護

削　　　除

（答）
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事
介護
する
問介
が要
者に
ス等
いう

介護事業者

限の

ビス
７時
未満

の重
可能
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ケアプランの作成から介護報酬の算定・請求まで，
在宅サービス提供の流れにそってやさしく解説
●介護保険の在宅サービスに携わる方に向けて，わかりやすさを目指して編集しています。
●制度の意味を丁寧に説明，コンプライアンス（法令遵守）の意識も身につきます。
●定番の「介護報酬の解釈」（２頁～参照）をもっと有効に使いこなすためにも役立つ一冊です。

Ⅱ　ケアマネジメント
⑴在宅の要介護者に対するケアマネジメント
⑵要支援者に対する介護予防ケアマネジメント

Ⅰ　介護保険のしくみ
⑴「介護を社会で支えあう」介護保険制度の骨格
⑵サービスをうけるには認定が必要
⑶サービス提供にあたってのケアマネジメント
⑷基準にもとづくサービスの提供
⑸単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求
⑹令和３年度からの制度・報酬改正

Ⅲ　サービス事業者による在宅サービスの提供
⑴基準にそった適切なサービスの実施
⑵サービス提供時に利用者からうけ取る利用料等
⑶サービス提供の留意点

Ⅳ　介護報酬の算定と請求
⑴単位数表等の基本的なしくみ
⑵各サービスに共通・関連する介護報酬の事項
⑶各サービスの介護報酬　⑷介護報酬の請求と支払

本書の構成

○介護保険制度の骨格から，認定・ケアプランの作成・
サービスの提供・介護報酬の算定まで，その概要を
わかりやすく解説。

○最適なケアプランの作成と適切な給付管理につい
て，バランスよく解説。

○サービス実施にかかる基準や利用者からうけ取る
利用料などの原則，各サービスの留意点を解説。

○単位数表などについての基本的なしくみやサービス
ごとの介護報酬のほか，請求や支払について解説。

○介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生
活支援サービス事業」を中心に，介護予防ケアマネ
ジメントからサービスの提供・費用の請求までにつ
いて，サービス事業者が知っておきたい事項を重点
的に解説。

Ⅴ　地域支援事業の概要
⑴保険給付とは異なる支援・総合事業
⑵総合事業における介護予防ケアマネジメント
⑶介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの提供
⑷介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの費用等

○「介護報酬の解釈」の構成と本書の記載をリンクさ
せ，そのしくみを解説。

付録　「介護報酬の解釈」の実例

■索引

在宅サービス

介護報酬 算定の手引
定価　本体2,500円＋税（税込2,750円）
Ｂ５判・272頁
ISBN978-4-7894-1537-8 C3047 ¥2500E

令和３年4月版

商品No.130254

Ｒ３
報酬改定
対応
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5 単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求
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◎「介護報酬」とは，保険給付の対象となるサービスに対する対価のことです。
◎「介護報酬」はサービスごとに価格が公定されていますが，同じサービスでも提供したサービス
の内容・事業所の体制などによって，加算や減算が行われるなどのルールも定められています。

◎介護報酬の額から利用者の自己負担分を除いた保険給付の分は，サービス事業者が毎月国保連合
会に請求し，保険者（市町村）から支払いをうけます。

　「介護報酬」とは，「指定事業者が行った保険対象となるサービスに
対する対価」のことです。簡単にいえば，「サービスにかかった費用」，
「サービス料金」です。
　介護報酬は，国が定めた「介護給付費単位数表」によりサービスご
とに「単位数」で表示されています※1。つまり，介護報酬には公定
価格による料金表があるということです。
　サービスごとの単位数に，地域別・サービス別の１単位の単価（10
円～11.40円→P116参照）をかけると，そのサービスの介護報酬の額
が決定します。

× ＝
サービスごとに定めら
れた単位数表により算
定した単位数

１単位の単価
（10円～11.40 円）

介護報酬の額※2
（端数切り捨て）

●支給限度基準額も単位数で規定
　利用者が１か月にうけられるサービス量（支給限度基準額→P16，
P115参照）も，要介護度・要支援度ごとに単位数で定められています。
たとえば要介護１の利用者は，１か月につき16,765単位分のサービス
まで，給付をうけられることになっています。

５ 単位数表により介護報酬を算定し，月単位で請求

１　単位数×１単位の単価で介護報酬を算定

※2 このほか，単位数表とは
別に定められた，介護老
人保健施設などにおける
一部の医療サービス（特
別療養費など→P116参
照）などがあり，この場
合は１単位の単価は一律
10円となっています。
また，短期入所サービス
には，低所得者の食費
などにかかる補足給付
（P62参照）があります。

※1 たとえば，「訪問介護で
30分以上１時間未満の
身体介護を行った場合
は，396単位」といった
具合です。

　事業者や介護保険施設に支払った自己負担の世
帯での合計額（月額）が一定の上限額を超えたと
きは，超えた分が市町村から払い戻されます（高
額介護（予防）サービス費）。なお，短期入所サー
ビスでの食費・滞在費（P60参照）や，保険給付
対象外のサービスの利用料（支給限度基準額超過
の場合の全額負担分など）は対象とはなりません。

　また，年間（８月～翌年７月）の介護保険と医
療保険の負担額の合計額が著しく高額になった場
合，払い戻しがうけられます。
　いずれも利用者が市町村（保険者）に申請する
ことによってうけられる給付です。なお，負担の
上限額等は，所得区分に応じて異なります。

■高額サービス費・高額医療合算サービス費

21

１　単位数×１単位の単価で介護報酬を算定／２　単位数表におけるさまざまなルール 
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　介護報酬の公定価格表である単位数表にはさまざまなルールがあ
り，実際に行ったサービスの内容や，サービスを行う事業者の体制な
どにより，単位数の増減（加算・減算）が行われます※1。
●加算の例（夜間・早朝の訪問介護）
　たとえば，訪問介護における20分以上30分未満の身体介護を実施し
た場合の単位数は250単位ですが，サービスの提供が夜間や早朝であっ
た場合は，その100分の25がもとの単位数に加算されます。
　この場合，加算される単位数は，
　250（単位）×0.25（100分の25）＝62.5→63（単位）※2
となり，基本となる250単位とあわせて，合計は，
　250（単位）＋63（単位）＝313（単位）　となります。
●減算の例（事業所と同一の建物に居住する利用者）
　たとえば，訪問介護サービス事業所がある建物と同じ建物に住んで
いる利用者に対してサービスを提供していた場合などは，その利用者
については100分の90の単位数を算定することとされています。
　250（単位）×0.9（100分の90）＝225（単位）
●単位数表を読み解く
　上記のような，行ったサービスの内容による加算や減算のほかにも，
事業所の体制による加算・減算があったり，また算定の基礎となる単
位数についても，１回ごと・１日ごと・１月ごとに規定の単位数を算
定する，などサービスや項目によってまちまちです※3。
　単位数表についてきちんと学んでいくことが，介護報酬の理解につ
ながるといえるでしょう。

２　単位数表におけるさまざまなルール

※1 職員配置など体制にかか
る加算については，事前
に基準を満たしているこ
とを，都道府県または市
町村に届け出る必要があ
ります。

　単位数表だけでもルールの複雑な介護報酬です
が，この算定方法や単位数などの規定は，介護を
めぐる内外の状況をふまえて見直しが行われます。
　これは，介護報酬の改定と呼ばれており，従来
だと介護保険制度における計画期間（P9参照）
にあわせて，３年に１回のペースで行われていま
す（このほか，必要に応じて適時修正・改定が行
われることもあり，2019（令和元）年10月には
消費税率の引き上げに伴う改定が行われました）。
　直近では，2021（令和３）年度に，①感染症

や災害への対応力強化，②地域包括ケアシステム
の推進，③自立支援・重度化防止に向けた取組み
の推進，④介護人材の確保・介護現場の革新，⑤
制度の安定性・持続可能性の確保，をポイントと
した改定が実施され，多くの単位数・算定ルール
の変更，加算や減算の新設・見直しなどが行われ
ています（P24参照）。
　改定が行われた際，しっかりとその内容を把握
し業務で対応していくためにも，介護報酬にかか
る基本的な事項を理解しておくことが重要です。

■３年に一度の介護報酬の改定

※3 支給限度基準額として含
まない加算がある（P115
参照）など，単位数表だ
けではなく，幅広く規定
が存在しています。

※2 加算や減算の計算を行う
たびに，小数点以下を四
捨五入する取扱いになっ
ており，これを「端数処
理」といいます。なお，
実務上は，端数処理を終
えたサービスコード表
（報酬の一覧）が用いら
れます（P43参照）。
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1 在宅の要介護者に対するケアマネジメント
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◎ケアマネジメントとは，ケアプラン（介護計画）の作成や，さまざまなサービス提供事業者との
連絡・調整などの仕事を通じて，要介護者の自立した生活に向けた支援を行うことです。

◎在宅の要介護者に対するケアマネジメントは，基本的に居宅介護支援事業所にいるケアマネ
ジャー（介護支援専門員）が行います。

◎ケアマネジャーは，利用者（要介護者）とサービスを提供するさまざまな事業者との間を結びつ
ける要（かなめ）の役割をもっています。

　居宅介護支援とは，在宅の要介護者を対象としたケアマネジメント
のことです※１。
　このケアマネジメントは，居宅介護支援事業所に所属しているケア
マネジャー（介護支援専門員）が行います※２。
　ケアマネジメントの仕事は，要介護者である利用者や，その家族か
らの相談に乗ることからはじまります。場合によっては，要介護認定・
要支援認定の申請をまだしていない人から相談をうけることもありま
す。そのときは，認定の申請の手助けからはじめることになります。
　ケアマネジメントの中で，ケアマネジャーが取り組むことはおおま
かに分けて次の４つです。
⑴ケアプランの作成
⑵サービス事業者との連絡・調整
⑶サービスの提供状況の確認（モニタリング）
⑷給付管理業務
　以下，順番に説明していきます。

1 在宅の要介護者に対するケアマネジメント

1　居宅介護支援の流れ

サービス事業者

サービス事業者

サービス事業者

居宅介護支援
ケアマネジャー（居宅介護支援事業所の介護支援専門員）
⑴ケアプランの作成
⑵サービス事業者との連絡・調整
⑶サービスの提供状況の確認（モニタリング）
⑷給付管理業務

在
宅
の

要
介
護
者

各サービス事業者がサービスを提供
（⑵と⑶の間）

訪
問
介
護
・

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど

◆居宅介護支援とサービス事業者や利用者との関係

※2 在宅の要介護者であって
も，短期利用を除く小規
模多機能型居宅介護や複
合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）を
利用する要介護者の場合
は，小規模多機能型居宅
介護等を行う事業所がケ
アマネジメントも担当し
ます（P29コラム参照）。

※1 ただし，要介護者であっ
ても，介護給付のサービ
スを利用せず，総合事業
を利用する場合などで，
居宅介護支援ではなく介
護予防ケアマネジメント
の対象となる場合はあり
ます（P226参照）。
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1　居宅介護支援の流れ
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⑴要介護者や家族の状況をつかんで，ケアプランを作る
　一人ひとりの利用者に合ったケアプラン（P14参照）を作ることが，
ケアマネジメントの最初の仕事になります。ケアマネジャーは，次の
ような流れにそって，ケアプランを作成していきます。
①利用者の居宅※を訪問し，利用者本人や家族の話を聞いて，自立し
た日常生活を送る上での問題点を見つけ出し，解決すべき課題を把
握します（これを「アセスメント」といいます）。

②「アセスメント」のほか，利用者の希望もふまえて，最も適切なサー
ビスの組み合わせを検討し，ケアプランの原案を作ります。原案に
は，提供するサービスの種類や内容，利用料のほか，長期的な目標，
短期的な目標と達成時期などを盛り込みます。原案の作成にあたっ
ては，利用者の希望を尊重します。

③原案の内容を利用者や家族に説明し，文書による同意を得て，正式
なケアプランがきまります。これは居宅サービス計画といい，利用
者にも渡します。このケアプランは，１か月ごとに作成します。

※ 「居宅」には，有料老人ホー
ム，養護老人ホーム，軽費
老人ホームの居室も含まれ
ます。ただし，入居者が短
期利用を除く特定施設入居
者生活介護等のサービスを
利用している場合は，ホー
ムでケアマネジメントが行
われるので，居宅介護支援
は行われません（P16参照）。

◆ケアマネジメントの基本的な流れ

地域でのサービス事業者のサービス内容や利用料等の情報を，利
用者または家族に提供して，サービスの選択をもとめます。

自宅を訪問して利用者および家族と面接し，利用者の能力やすで
に利用しているサービス等の環境等の評価を通して，現に抱えて
いる問題点を明らかにし，自立した日常生活を営むことができる
ように支援する上で解決すべき課題を把握します。

解決すべき課題にもとづき，地域でのサービス提供体制をも考え
て，提供サービスの目標と達成時期，サービス提供上の留意点等
を盛り込んだ計画の原案を作成します。

原案に位置づけたサービスの担当者との会議（サービス担当者会
議）や照会等により，原案について専門的見地からの意見をもと
めます。

原案でのサービスについて，保険給付の対象となるかどうかを区
分した上で，居宅サービス計画の内容を利用者または家族に説明
し，利用者の同意を得ます。

同意を得た計画にもとづき，利用者にはサービス利用票を交付，
サービス事業者にはサービス提供票を送付し，それにもとづき
サービスが行われます。

計画の作成後も利用者・家族やサービス事業者と継続的に連絡す
ることにより，計画の実施状況と解決すべき課題の把握を行い，
必要に応じて計画の変更や事業者との連絡調整等を行います。

サービス提供月が終了したら，提供された現物給付サービスにつ
いての文書（給付管理票）を，国保連合会に提出します。

1利用者への情報の提供

2利用者の状態の把握

3居宅サービス計画の原案作成

4サービス担当者との連絡・調整

5居宅サービス計画の確定

6サービス利用票・サービス提供票の作成

7計画実施状況の把握と連絡調整

8国保連合会への給付管理票の提出

第
２
章
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ア
マ
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ト

難解な介護報酬等のしくみを
読み解く，わかりやすい本文

幅広い知識を補うための，
関連するコラムも充実

内容をビジュアルに一覧
できる豊富な図表も掲載

かみくだかれた本文の理解を
さらに深めるていねいな傍注

なサー
原案
目標
あた
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医療保険と介護保険の接点となる給付調整の内容を一望
医療・介護連携のために知っておきたい制度のしくみをわかりやすく解説
●医療と介護は，両者あいまって高齢者のＱＯＬの維持・向上に重要な役割を担っています。その制度的基盤
である医療保険と介護保険との関係についてまとめました。

●要介護・要支援の方に対する医療の提供は，「介護保険優先」の原則により，介護サービスでまかなえるも
のについては，医療保険では給付されないことになっています（給付調整）。本書では，要介護・要支援の
方について医療保険で算定できない項目や，原則的には算定できないが算定が可能となる場合などを具
体的に紹介し，実務に役立つ内容となっています。

●連携支援に携わるケアマネジャー，医療ソーシャルワーカーなどの専門職をはじめ，医療と介護にかかわ
るあらゆる職種の方々にお勧めしたい一冊です。

本書の構成

Ⅰ　給付調整一覧

序　医療保険と介護保険

Ⅱ　給付調整のポイント

Ⅲ　相互に関連する規定総覧

厚生労働省発出の「給付調整通知」のなかで給付調整の内容を点数表レベルで具体
化している「別紙」を，「在宅」「入院」「入所」別に再編成し，かつフルカラーで見
やすく編集。複雑な規定も一目でわかるよう配慮しました。

医療保険・介護保険の役割や基本的なしくみを説明した上で，給付調整の意味合い
を解説しています。また，給付調整をより明快に理解するために役立つ知識として，
介護保険のサービス種類や医療保険の点数表の構成について取り上げています。

「在宅」「入院」「入所」別にポイントとなる項目を拾い上げ，給付調整の考え方を解説。
各場面における実務の助けになることを念頭に置いた記述となっています（２色刷）。
　「訪問看護」こんなときは介護保険・こんなときは医療保険
　「リハビリテーション」急性期・回復期・維持期の流れと使い分け
　「施設入所」特養・老健・介護医療院それぞれ独自の給付調整

給付調整の規定はもちろん，点数表もポイントとなる項目を収載しています。立体的・
多面的な理解ができるよう，各種工夫して編集しています（２色刷／１色刷）。
（掲載した主な規定）
医科点数表　告示と通知（介護保険との調整・連携に係る箇所を抜粋）
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合
（告示）
医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互
に関連する事項等について（通知）
特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて（通知）
疑義解釈（事務連絡）

医療・介護
給付調整ガイド
定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）
Ｂ５判・216頁
ISBN978-4-7894-0680-2 C3047 ¥3000E 
商品No.160450

令和３年4月版

Ｒ３
報酬改定
対応

新刊
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給付調整通知「別紙」（いわゆる「○×表」）を
実務的にわかりやすく再構成

「Ⅱ　給付調整のポイント」は図表を多用
してわかりやすさを追求
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介護保険・医療保険

訪問看護業務の手引
定価　本体3,800円＋税（税込4,180円）
Ｂ５判・832頁
ISBN978-4-7894-0460-0 C3047 ¥3800E

商品No.140620

令和３年4月版

令和 3 年 4 月版

訪問看護ステーション必携　介護保険も医療保険も算定はこれでOK！
●訪問看護ステーションが行う介護保険・医療保険の訪問看護業務の進め方をまとめました。
●ステーションの開設から，訪問看護の実施，費用の請求（レセプトの作成）まで，図表を駆使してわかりや
すく解説しています。
●よく使う様式から根拠となる法令・通知まで，業務に関連する資料を網羅した決定版です。

解説編　制度の概要／訪問看護ステーションの開設／事業者の指定／運営／介護給付費／訪問看護療養費／関連診療報
酬／公費負担医療　等

様式集　指定関係／運営関係／請求関係／公費等関係
関係法令・通知等
介護保険のあらまし／介護保険のサービスコード表

本書の構成

Ｒ３
報酬改定
対応

随所に参照頁の
案内を表示

章の冒頭でポイントを紹介
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図表を用いて複雑なしくみを
わかりやすく整理厚生労働省発出のＱ＆Ａを項目別に整理して掲載

改定事項を明解に解説
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福祉用具と住宅改修についてわかりやすく解説
制度上の根拠も示しつつ，実務に役立つよう編集
●介護保険の給付メニューのなかでも独自の特徴を持つ「福祉用具貸与」「特定福祉用具購入」「住宅改修」
について，実務に役立つ情報をまとめました。
●制度の全体像をわかりやすく解説するとともに，根拠法令や通知を原文で掲載し，詳細を確認できる内容
となっています。
●制度解説に加え，福祉用具・住宅改修の基本的な内容について，その様態や用途，対象者への適用，使用
方法等も解説しています。
●福祉用具専門相談員や介護支援専門員，またリハビリテーション関連職や建築士などの専門職の方や，保
険者（市町村）で業務を担当される職員の方におすすめしたい一冊です。

本書の構成

１　介護保険と福祉用具
①　福祉用具の基本的な考え方と取
扱い方針
②　在宅サービスと福祉用具
③　事業所の指定基準
④　指導監督とサービスの質の向上

住宅改修費の支給
①　サービスの流れ
②　住宅改修の種類
　Ａ　対象となる住宅改修

１　指定基準
①　総則
②　福祉用具貸与
③　指定居宅介護支援等
④　特定福祉用具販売
⑤　雑則
⑥　介護予防福祉用具貸与
⑦　指定介護予防支援等の基準
⑧　特定介護予防福祉用具販売

２　福祉用具貸与
①　サービスの流れ
②　福祉用具貸与の種類
③　介護給付費の請求

３　福祉用具購入費
①　サービスの流れ
②　福祉用具購入の種類

　Ｂ　福祉用具の活用
③　支給申請時の「理由書」と「見積書」
④　住宅改修費の支給基準

２　単位数表
①　居宅サービスの通則
②　福祉用具貸与
③　介護予防サービスの通則
④　介護予防福祉用具貸与

３　貸与価格上限
①　福祉用具貸与及び介護予防福祉用
具貸与の基準

②　福祉用具の全国平均貸与価格及び
貸与価格の上限（令和３年４月以降）

Ⅰ　福祉用具

Ⅱ　住宅改修

（参考）補装具・日常
生活用具

Ⅲ　福祉用具（介護
保険給付）の基準

１　障害者総合支援法の補装具費
①　対象となる補装具の種目
②　補装具費の支給事務の流れ
③　補装具費の支給判定と決定

２　日常生活用具給付等事業（地域
生活支援事業）

３　身体障害者用物品の消費税非課
税の取扱い

福祉用具・住宅改修ガイド
定価　本体2,500円＋税（税込2,750円）
Ｂ５判・336頁
ISBN978-4-7894-0310-8 C2032 ¥2500E

商品No.130280

令和３年4月版

新刊

介護保険

Ｒ３
報酬改定
対応
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１　介護保険と福祉用具Ⅰ　福祉用具

介
護
保
険
と
福
祉
用
具

◆介護給付（要介護者）と予防給付（要支援者）
　介護保険の保険給付には，要介護者を対象とする介護給付と，要支
援者を対象とする予防給付があります。それぞれについて福祉用具貸
与（介護予防福祉用具貸与）と福祉用具購入費（介護予防福祉用具購
入費）が設定されています（表の網かけ部分）。
　福祉用具貸与の費用は，要介護者には介護給付の居宅介護サービス
費，要支援者には予防給付の介護予防サービス費として給付されます。

在宅サービスと福祉用具２

●図表２　介護保険の保険給付一覧

●図表３　福祉用具貸与費／福祉用具購入費の基本的なしくみ

介護給付（要介護者） 予防給付（要支援者）
①居宅介護サービス費【居宅サービス】 ①介護予防サービス費【介護予防サービス】

訪問
サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション

－
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
通所
サービス

通所介護
通所リハビリテーション

－
介護予防通所リハビリテーション

短期入所
サービス

短期入所生活介護
短期入所療養介護

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

居住系 特定施設入居者生活介護★ 介護予防特定施設入居者生活介護★
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
②地域密着型介護サービス費 ②地域密着型介護予防サービス費

訪問
サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

－
－

通所
サービス

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

－
介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

居住系
サービス

認知症対応型共同生活介護★
地域密着型特定施設入居者生活介護★
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護★

介護予防認知症対応型共同生活介護★
－
－

複合型サービス【看護小規模多機能型居宅介護】 －
③居宅介護福祉用具購入費（特定福祉用具販売）
　【居宅サービス】　

③ 介護予防福祉用具購入費（特定介護予防福祉用
具販売）【介護予防サービス】

④居宅介護住宅改修費 ④介護予防住宅改修費
⑤居宅介護サービス計画費
居宅介護支援

⑤介護予防サービス計画費
　介護予防支援

⑥施設介護サービス費
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設

－

⑦高額介護サービス費 ⑥高額介護予防サービス費
⑧高額医療合算介護サービス費 ⑦高額医療合算介護予防サービス費
⑨特定入所者介護サービス費 ⑧特定入所者介護予防サービス費
注：居住系サービス★を利用しているときは，福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の対象とならない。

◆ケアプランと福祉用具計画にもとづく福祉用具の提供
　在宅の要介護者は居宅介護サービス（訪問サービス・通所サービ
ス・短期入所サービス・福祉用具貸与など）と身近な市町村単位で提
供される地域密着型サービスを受けられます。要支援者についても，
介護予防の観点から利用できるサービスの種類が定められています。
　在宅サービスは，ケアプランにより組み合わせ提供されます※３。
利用者負担は１割ですが，所得により２割または３割となります※４。
　各個別サービスを担当する事業所は，ケアプランにもとづき個別
サービス計画を策定し，それにもとづきサービスを提供します。福祉
用具については，貸与と購入（販売）が一体となった計画が作成され
ます。
◆福祉用具購入は同一年度10万円が上限
　在宅の要介護者・要支援者が，特定福祉用具を福祉用具の事業所か
ら購入したとき，福祉用具購入費が支給されます。購入費は，原則と
しては償還払いですが，多くの市町村では現物給付化されています※５。
　支給額は，実際の購入費から利用者負担（１割・２割・３割）を差
し引いた額です。利用者負担を含む購入費の上限（支給限度基準額）は，
同一年度（４月から翌年３月まで）10万円です。特別な事情がない限
りは，同じ種目は同一年度１回の支給に限られています。

※4 一定以上所得者（合計所
得金額160万円以上220万
円未満）は２割負担，現役
並み所得者（同220万円以
上）は３割負担。

※5 保険者1571中822で，受
領委任払い方式（利用者が
事業者に購入費の代理受領
を認めること）により現物
給付化されている（令和元
年度）。

※3 居宅介護（介護予防）サー
ビスと（介護予防）地域密
着型介護サービスの合計量
には，要介護度に応じて１
カ月当たり上限（区分支給
限度基準額）が定められる。

介護予防福祉用具購入費※2
（特定介護予防福祉用具販売）

原則
償還
払い

介護予防福祉用具貸与費※1
【介護予防サービス費】

現物
給付

居宅介護福祉用具購入費※2
（特定福祉用具販売）

原則
償還
払い

福祉用具貸与費※1
【居宅介護サービス費】

特定介護予防
福祉用具販売
事業所

介護予防
福祉用具貸与
事業所

特定福祉用具
販売事業所

福祉用具貸与
事業所

事業所
管理者

（常勤・原則専従）

福祉用具専門相談員
（常勤換算２以上）

現物
給付

居宅介護福祉用具購入費※2
（特定福祉用具販売）

原則
償還
払い

福祉用具貸与費※1
【居宅介護サービス費】

現物
給付

要
介
護
２
〜
５購入費対象の福祉用具

貸与対象の福祉用具
福祉用具
計画

要
介
護
１購入費対象の福祉用具

貸与対象の福祉用具
福祉用具
計画

要
支
援

購入費対象の福祉用具

貸与対象の福祉用具
介護予防
福祉用具
計画

状態像から使用が想定しにくい車いすなど種目は保険
給付の対象外→種目ごとに必要性が認められる状態／
医学的所見により必要とされる場合は保険給付の対象

軽度者

※１　一定の福祉用具は貸与価格の上限が設定
され，それを超える貸与価格は算定できない

※２　支給限度基準額は毎年度 10 万円（自己
負担を含む額／居宅介護・介護予防の合算
額に適用）
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２　福祉用具貸与Ⅰ　福祉用具

福
祉
用
具
貸
与

※29 からだの骨ばった部分
に持続して圧迫力が加わ
り，血液の循環障害を起こ
して皮膚が壊死することに
より生じる。床ずれ。

※28 布状の座面で，使用時
は，布が張られた状態にな
る。

⑵　使用が想定しにくい状態像
　車いすは，歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用す
る福祉用具です。そのため，つかまらないで歩行している場合の使用
は想定しにくいでしょう。また，電動補助装置については，重度の認
知症のため短期記憶等が著しく障害されている場合等は，電動車いす
の安全な操作方法を習得することは困難と考えられることから，「要
介護５」での使用は想定しにくいでしょう。
　車いす付属品ついては，軽度者（要支援１，２および要介護１）に
対して原則として支給されません。
⑶　介護保険対象の例
①クッションまたはパッド
　車いすのシートまたは背もたれに置いて使用することができる形状
のものに限ります。
　車いすの座面は通常スリングシート※28であり，クッション性や姿
勢の保持機能は乏しくなっています。このため，座位の姿勢保持や安
定性を高めること，また，褥瘡※29の予防や疼痛の緩和を目的に臀部
に加わる圧力を分散するクッションやパッドを用います。
　車いす用クッションの素材は，ウレタンフォーム，ゲル，エアなど
があり，これらを複合的に構成したクッションもあります。臀部が前
方にずれるなどの座位姿勢の崩れを防止するために曲面形状にしたり
アンカーを付けたりするなどの工夫をしたものもあります。
②電動補助装置（図表13）
　自走用標準型車いすまたは介助用標準型車いすに装着して用いる電
動装置で，電動装置の動力により，駆動力の全部または一部を補助す
る機能を有するものに限ります。

●図表13　電動補助装置

⑴　特徴
　車いす付属品とは，車いすおよび電動車いすに関する付属品のこと
で，車いすと一体的に使用します。車いすの座面または背もたれに置
いて使用するクッションまたはパッド，電動補助装置，テーブル，ブ
レーキ等があります。

車いす付属品

告示  
　クッション，電動補助装置等であって，車いすと一体的に使用されるものに限る。
通知   
　貸与告示第２項に掲げる「車いす付属品」とは，利用することにより，当該車いすの利用効
果の増進に資するものに限られ，例えば次に掲げるものが該当する。
　なお，同項にいう「一体的に使用されるもの」とは，車いすの貸与の際に併せて貸与される
付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。
⑴　クッション又はパッド
　車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
⑵　電動補助装置
　自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって，当該電動
装置の動力により，駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
⑶　テーブル
　車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
⑷　ブレーキ
　車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。

介護報酬Q&A 付属品のみの貸与　保険給付の可否

介護保険の給付を受けずに車いす，特殊寝台を使用している者が，車いす付属品，特殊寝台付属品のみの
貸与を受けた場合でも，介護保険の給付対象となるか。
　 　既に車いす，特殊寝台を使用している場合には，これらについて介護保険の給付を受けているか否か
にかかわらず，車いす付属品，特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けることは可能である。
（No.1209　H12.11.22　介護保険最新情報vol.93　福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&A
について）

付属品を追加して貸与する場合　身体の状況の変化等により必要がある場合

車椅子やベッドを借りた後，身体の状況の変化等により必要がある場合には，付属品のみを追加して貸与
を受けることも可能か。
　 　平成12年１月31日老企第34号通知の付属品の説明に記載されているとおり，既に利用者が車椅子や
特殊寝台を介護保険の給付として貸与されている場合，後から追加的に貸与される場合も算定できる。
（No.1217　H12.4.28事務連絡　介護保険最新情報vol.71　介護報酬等に係るQ&A vol.2）
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図表を多用して複雑な制
度をわかりやすく整理

出典や細則など，理解
を深めるための注釈を
本文右欄に掲載

負担（１割・２割・３割）を差差

介護保険制度を
中心に解説し，
日頃の業務がし
くみから分かる

介護保険給付につ
いての厚労省疑義
解釈（Ｑ＆Ａ）も
項目ごとに掲載

イラストを多用し，福
祉用具・住宅改修関連
事業の初任者にも最適

型車
力の

福祉用具の特徴や使用が想
定しにくい状態像，厚労省
告示・通知等の情報を網羅
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介護報酬 改正点の解説
定価　本体4,500円＋税（税込4,950円）
Ａ４判・1,128頁
ISBN978-4-7894-7074-2 C3032 ¥4500E

商品No.700064

令和３年4月版

●令和３年4月の介護報酬改定の概要，すべてのサービスについての介護報酬（単位数表）・指定基準の新
旧対照表，関係告示・関係通知の改正点を審議会等での資料にもとづき集成しました。

●改定対応業務のための定本として，改定の概要，単位数表・新旧対照表の重要資料は，2色刷りで改正点
が明快にわかるように作成するなど，実務に活用しやすい一冊です。

介護報酬改定の関連資料などの最新情報を集成
新報酬のポイントを明快に提示した担当者必携の書

Ⅰ　令和３年度介護報酬改定の概要
⑴改定に係る基本的な考え方～基本認識
⑵改定の主な事項について
⑶改定における改定事項について

Ⅲ　介護報酬の算定構造
⑴居宅サービス・介護予防サービス
⑵地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
⑶居宅介護支援・介護予防支援
⑷施設サービス

Ⅱ　介護給付費単位数表等新旧対照表
⑴居宅サービス　⑵居宅介護支援　⑶施設サービス
⑷介護予防サービス　⑸地域密着型サービス
⑹地域密着型介護予防サービス　⑺介護予防支援

本書の構成

Ⅳ　基準省令等の改正

Ⅴ　関係告示
Ⅵ　令和３年度介護報酬改定 報酬関係通知
Ⅶ　令和３年度介護報酬改定 基準関係通知
Ⅷ　届出関係及び請求関係等
Ⅸ　令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1
～3）

参考　事務連絡 　新型コロナウイルス感染症に係る
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱
いについて（第19報）

　

Ｒ３
報酬改定
対応

最終答申段階の審議会資料を見やすく掲載。改定のポイン
トをひと目で把握できます。

基本サービス費や各種の加算を新旧対照表の形式で掲載。
単位数の増減や新設項目が素早く確認できます。

改定後のさまざまな取扱いの変更点をまとめています。

サービスごとに算定項目を一覧表にまとめた算定構造。改
正箇所を色刷りにして見分けやすくなっています。

事業所・施設の人員配置や運営について，見直すべきポイン
トをわかりやすく提示しています。

令
和
３
年
４
月
か
ら
の
介
護
報
酬
・
制
度
の
改
正
点

17

どの項目がどのように
改正されたのかがわか
りやすい新旧対照形式
で情報を提示

「算定構造」では各サービスの
基本項目・加算項目を一覧で
表示。改正箇所は色刷りでひ
と目で把握可能
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介護報酬の請求・ケアプランの作成等に用いるサービスコード表を完全収載
算定構造・単位数表と，単位数に係る改定の全貌をこの一冊に

Ⅰ　解説編
①サービス利用の流れと対象サービス
②介護報酬を規定する単位数表
③単位数表を図式化した算定構造
④サービスをコード化し網羅したサービスコード表
⑤「介護報酬」を月単位で請求
※支給限度基準額，１単位の単価，食費・滞在費の負担の軽減

本書の構成

○介護報酬の請求・給付管理等に関し，「単位数表」「算定
構造」「サービスコード」とはなにかという基本的な知識
を整理しています。
○また，区分支給限度基準額・地域区分や１単位の単価・補
足給付についてなど，必要な情報を掲載しています。

Ⅱ　サービスコード編（単位数表新旧対照表付）
①居宅サービス
②地域密着型サービス
③居宅介護支援
④施設サービス
⑤介護予防サービス
⑥地域密着型介護予防サービス
⑦介護予防支援

○使い勝手を重視し，居宅サービス，地域密着型サービス
などの大きな区分にとどまらず，訪問介護，夜間対応型訪
問介護等，「単位数表新旧対照表」と「サービスコード」
を，各サービスごとに切り分けて掲載しています。

○また，サービスコードを構成する項目が，単位数表におい
てはどこに掲載されているのか等，参照先を明示するこ
とで，有機的なつながりをもってまとめています。

Ⅲ　算定構造編
①居宅サービス・介護予防サービス
②地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
③居宅介護支援・介護予防支援
④施設サービス

○基本単位数や加減算など，単位数表においては文章によ
り記載されていた規定を図示した，「算定構造」を網羅し
ています。
○「Ⅱ　サービスコード編」の参照先を明示するなど，「単
位数表」「サービスコード」とのつながりを重視し掲載し
ています。

Ⅳ　付録（総合事業関連） ○サービス事業の概要のほか，国が規定する基準（単位数
等），サービスコード表，算定構造を掲載しています。

●介護報酬の請求や，ケアプランの作成・給付管理に必要となる「サービスコード」を網羅しています。また，
合成単位数の元となる単位数表を新旧対照表形式で掲載。サービスごとにまとめているため，サービスコー
ドの根拠とあわせて確認できます。
●さらに，単位数表をビジュアルに図示した「算定構造」も掲載。「単位数表」「算定構造」「サービスコード」
のつながりを一冊に集約。それぞれの参照箇所を丁寧に示すことで，難解な単位数表の構成を読み解
くとともに，合計およそ25,000コードにも及ぶ合成単位数の根拠を確認できます。

定価　本体3,500円＋税（税込3,850円）
A4判・912頁
ISBN978-4-7894-0321-4 C3032 ¥3500E

商品No.130351

令和３年４月版

Ｒ３
報酬改定
対応

介護報酬
サービスコードと算定構造
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●単位数表

1　指定居宅サービス・指定介護予防サービスの介護報酬の算定構造

1 訪問介護費
注

基本部分

所要時間が20分
から起算して25分
を増すごとに＋67単位
（201単位を限度）

×200
/100

⑴20分未満 （167単位）
⑵20分以上30分未満 （250単位）
⑶30分以上1時間未満 （396単位）
⑷1時間以上 （579単位に30分を増すごとに＋84単位）
⑴20分以上45分未満 （183単位）
⑵45分以上 （225単位）

ト ★
介護職員処遇
改善加算

ハ 通院等乗降介助 （1回につき　99単位）

イ
身体介護

イ～ハ P34～
訪
問
介
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介
護
費

ロ
生活援助

ニ ★ 初回加算 （1月につき　＋200単位）

ホ ★
生活機能向上
連携加算

身体介護の⑵～
⑷に引き続き生
活援助を行った
場合

夜間又は
早朝の場合
＋25/100

深夜の場合
＋50/100

特定事業所加算（Ⅰ）
＋20/100

特定事業所加算（Ⅱ）
＋10/100

特定事業所加算（Ⅲ）
＋10/100

特定事業所加算（Ⅳ）
＋5/100

注
夜間若しく
は早朝の場
合又は深夜
の場合

：「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供
加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給
限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の⑴20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
※介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月31日まで算定可能。
※令和３年９月30日までの間は、訪問介護費のイからハまで及び「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」について、所定単位
数の千分の千一に相当する単位数を算定する。 ★

特定事業所
加算（Ⅴ）
★

＋３/100

注
特定事業所加算

＋15/100

注 ★
特別地域訪問介
護加算

＋10/100

注 ★
中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

＋5/100

注 ★
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

1回につき
＋100単位

注 ★
緊急時訪問介護
加算

注
2人の訪
問介護員
等による
場合

⑵介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
 （1月につき　＋所定単位×100/1000）

⑴介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
 （1月につき　＋所定単位×137/1000）

⑵生活機能向上連携加算（Ⅱ）
 （１月につき　＋200単位）

⑴生活機能向上連携加算（Ⅰ）
 （１月につき　＋100単位）

ヘ ★
認知症専門
ケア加算 ⑵認知症専門ケア加算（Ⅱ）

 （1日につき　＋4単位）

⑴認知症専門ケア加算（Ⅰ）
 （1日につき　＋3単位）

⑴介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
 （1月につき　＋所定単位×63/1000）
⑵介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
 （1月につき　＋所定単位×42/1000）

⑶介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
 （1月につき　＋所定単位×55/1000）
⑷介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
 （1月につき　⑶の90/100）
⑸介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
 （1月につき　⑶の80/100）

注 ★
共生型訪問介護を行う場合

注 ★
事業所と同一建物の利用
者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

指定居宅介護事業所で障害者居宅
介護従業者基礎研修課程修了者等

により行われる場合
×70/100

指定居宅介護事業所で重度訪問介
護従業者養成研修修了者により行

われる場合
×93/100

指定重度訪問介護事業所が行う場合
×93/100

事業所と同一建物の利用
者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

×90/100
事業所と同一建物の利用
者50人以上にサービスを

行う場合
×85/100

チ ★
介護職員等
特定処遇改善
加算

単位数表　　　　　　→P30
サービスコード表　　→P34
★：個別加減算コード→P39

注
所定単位は、イからヘま
でにより算定した単位数
の合計

注
所定単位は、イからヘま
でにより算定した単位数
の合計
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●算定構造

1－１　訪問介護サービスコード表〔★個別加減算コード→P39／算定構造→P762〕
〔⑴基本的サービスコード〕①
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問
入
浴
介
護

③
訪
問
看
護

④
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

　 ⑤
居
宅
療
養
管
理
指
導

⑥
通
所
介
護

⑦
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

　 ⑧
短
期
入
所
生
活
介
護

⑨
短
期
入
所
療
養
介
護

⑩
特
定
施

者
生
活

1－１（〔⑴基本的サービスコード〕）・サービスコード表Ⅱ　サービスコード編（1居宅サービス／１．訪問介護費・サービスコード表）●サービスコード

単位数表・算定構造・サービスコードの３種をこの一冊に！
有機的につながりその算定根拠を明快に

サービス内で独立した加減算のコードを
個別加減算コードと呼ぶなど，見出し等
も分かりやすく整理

単位数表・サービスコードはサービス
ごとにまとめて掲載。
さらに，柱・インデクスを細かく処理
することで，高い検索性を実現

単位数表は新旧形式の
掲載により，改定によ
る変更箇所を明示

単位数表・算定構造・サービスコード
それぞれを通じ，必要に応じて掲載箇
所を明確に

事業
（Ⅴ
★
/10

の利用
同一建
以上に
合

の利用
同一建
上に
場合

の利用
ビス
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地域共生社会の実現を図るための介護保険法等改正法を詳細に解説
第８期計画期間で何が変わるのか，改正のポイントを収載
●第８期計画期間である令和３年４月等実施となる，介護保険制度の改正点を，図表を活用してビジュアル
にまとめるとともに，根拠となる法令編もあわせて掲載しています。

●これからの介護保険制度に関連する，重層的支援体制整備事業や社会福祉連携推進法人の創設等を盛り
込んだ社会福祉法の改正など，地域共生社会の実現を推進する全体像を紹介します。

本書の構成

［令和３年４月実施］介護保険制度改正のポイント
解説編

序　令和２年改正法の全体像 ◯地域共生社会をめざす改正法の成立

法令編
Ⅰ　地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年改正法）

Ⅱ-１　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年改正法）

Ⅱ-２　令和元年改正法関連の政省令改正

Ⅲ　その他の介護保険法関連法令の改正

Ⅳ　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（案）

Ⅴ　認知症施策推進大綱等

Ⅵ 〔参考〕介護保険制度における新型コロナウイルス感染症への対応等

Ⅶ 〔参考〕令和３年度介護報酬改定関連資料

Ⅰ　介護予防・健康づくりの推進
（健康寿命の延伸）

①一般介護予防事業等の推進　②総合事業のより効果的な推進
③ケアマネジメントの環境整備の検討等
④地域包括支援センターの機能・体制強化等

Ⅱ　保険者機能の強化
（地域保険としての地域のつながり機能・マ
ネジメント機能）

①自立支援・重度化防止に向けたPDCAプロセスの推進
②保険者機能強化推進交付金の強化・見直し　③調整交付金の見直し
④データ利活用の推進

Ⅲ　地域包括ケアシステムの推進
（多様なニーズに対応した介護の提供・整備）

①介護サービス基盤・高齢者向け住まい
②医療・介護の連携

Ⅳ　認知症施策の総合的な推進 ①認知症施策推進大綱（令和元年６月）
②大綱にそった認知症施策の推進

Ⅴ　持続可能な制度の構築 ①介護人材の確保　②介護現場の革新　③給付と負担

その他の課題 ①要介護認定制度の見直し　②住所地特例の在り方に関する議論

付　令和２年改正法による社会福祉法の
改正

社会福祉法の見直しによる地域共生社会の推進／重層的支援体制整備
事業の新設等／社会福祉連携推進法人の創設

令和３年4月版

地域共生社会の実現のための

定価 本体3,200円＋税（税込3,520円）
Ｂ５判・400頁
ISBN978-4-7894-1689-4 C2032 ¥3200E

商品№160441
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Ⅲ　地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備）

97

２　医療・介護の連携

序
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の
他
の
課
題
／

付

　社
会
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在宅医療・介護連携推進事業の見直し3
介護保険制度における在宅医療・介護の連携推進については，在宅

医療・介護連携推進事業として，地域支援事業の包括的支援事業に位
置づけられています※12。ここでは市町村が主体となり，郡市区医師
会等関係団体と連携しつつ取り組みます【法第115条の45第２項第四号】。
　従来の在宅医療・介護連携推進事業では，医療に関する専門的知識
を有する者が介護サービス事業者，居宅における医療を提供する医療
機関その他の関係者の連携を推進するものとして，地域の医療・介護
資源の把握など，８つの事業を位置づけていました※12。
　平成30年４月の段階で，すべての市町村が８つの事業を実施し，ま
た，約６割の市町村では，地域の実情に応じて事業で定められた項目
以外も実施するなど，取り組みの定着・広がりが出ていました。
●第８期からの在宅医療・介護連携推進事業の見直し（図６）
　一方で，「将来的な在宅医療・介護連携推進事業のあるべき姿をイ
メージできていないこと」を課題として挙げる市町村が多くありまし
た。さらに認知症施策推進大綱や看取りに関する動向も踏まえ（介護
保険部会意見），次のような見直しが行われる予定です。

　令和２年10月には介護保険法施行規則が改正され，この事業は，他
の地域支援事業等と連携して以下の❶から❹の事業を実施するものと
して見直されています（令和３年４月１日施行：図７）※12

※ 12

※ 12

（イ）在宅医療・介護連携の
課題の抽出と対応策の検討，
（ウ）切れ目のない在宅医療
と在宅介護の提供体制の構築
推進，（エ）医療・介護関係
者の情報共有の支援，（オ）
在宅医療・介護関係者に関す
る相談支援，（カ）医療・介
護関係者の研修，（キ）地域
住民への普及啓発，（ク）在
宅医療・介護連携に関する関
係市町村の連携。なお，こう
した８つの事業項目は，郡市
区医師会等（地域の医療機関
や他の団体を含む）への委託
も可能です。

地域の実情に応じた取り組み内容の充実を図りつつ，PDCAサイクルにそっ
た取り組みをさらに進められるよう，第８期計画期間から見直し
① 現状規定する８つの事業について，PDCAサイクルにそった取り組みを実
施しやすくなるよう，以下の考え方で見直し
－ 現状分析や課題把握，企画・立案等に関する事業を整理し，取り組み
趣旨を明確化
－地域の実情に応じた取り組みが可能となるよう，事業選択を可能に
－他の地域支援事業に基づく事業と連携し，実施するよう明確化

②手引き等のなかで，以下の内容を明確化
－認知症施策や看取りに関する取り組みを強化すること
－ 都道府県による市町村支援の重要性（医師会等の関係機関との調整，
情報発信，人材育成等）

③ PDCAサイクルにそった取り組みを後押しできるよう，評価指標を示す。
あわせて，地域包括ケア「見える化」システムを活用し，見える化を推進

※ 12：「介護保険法施行規則の
一部を改正する省令」（令和
２年厚生労働省令第176
号）。このほか，表内で示し
た「手引き」も令和３年９月
に改訂（在宅医療・介護連携
推進事業の手引きVer.３）。
また，「介護予防・日常生活
支援総合事業の円滑な実施を
図るための指針」（平成27年
厚生労働省告示第196号），
「介護予防・日常生活支援総
合事業のガイドラインについ
て」（平成27年老発0605第
５号），「地域支援事業の実施
について」（平成18年老発
0609第１号）等にも，必要
な見直しが行われる予定です。

❶ 在宅医療・介護連携に関して，必要な情報の収集・整理・活用，課題の把
握，施策の企画・立案，医療・介護関係者に対する周知を行う事業

❷ 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ，
必要な情報の提供および助言その他必要な援助を行う事業

❸ 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行
う事業
❹ 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業，医療・介護関係者に対
して，在宅医療・介護連携に必要な知識の習得および当該知識の向上のた
めに必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者
を支援する事業

■ 地域の社会資源（医療機関，介護事業所
　の機能等）や，在宅医療や介護サービスの
　利用者の情報把握
■ 将来の人口動態，地域特性に応じたニー
　ズの推計（在宅医療など）
■ 情報を整理しリストやマップ等必要な媒
　体を選択して共有・活用
※企画立案時からの医師会等関係機関との協働が重要

現状分析・課題抽出・施策立案
対応策の評価の実施

地域のめざすべき姿

住  民

＜市町村における庁内連携＞　総合事業など他の地域支援事業との連携や，災害・救急時対応の検討

対応策の実施 ＜柔軟な実施が可能となるよう見直し予定＞

○ 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
　■ 二次医療圏内にある市区町村等における広域連携が必要な事項について検討・支援
　■ 分析に必要なデータの分析の支援　　■ 都道府県の医療および福祉の両部局の連携
　■ 関係団体（都道府県医師会などの県単位の機関）との調整や，市町村が地域の関係団体と
　　連携体制を構築する際の支援
○ 地域医療構想・医療計画との整合

都道府県（保健所等）による支援

※1：市町村単独での相談窓口設置が困難な場合は，柔軟な対応も検討。

Check

Act

評価

改善

Plan
計画

DO
実行

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築
（看取りや認知症への対応を強化）

○ 医療・介護関係者に関する相談支援
　■ コーディネーターの配置等による相談
　　窓口の設置※1

　■ 関係者の連携を支援する相談会の開催

○ 地域住民への普及啓発
　■ 地域住民等に対する講演会やシンポジ
　　ウムの開催
　■ 周知資料やHP等の作成

○ 医療・介護関係者の研修
　■ 多職種の協働・連携に関する研修
　　の実施（地域ケア会議含む）
　■ 医療・介護に関する研修の実施

○ 医療・介護関係者の情報共有の支援
　■ 在宅での看取りや入退院時等に
　　活用できるような情報共有ツール
　　の作成・活用

市町村

介護関係者医療関係者
（居宅介護支援事業所など）（医師会等の関係団体・

訪問看護等の事業者など）

◆図６　第８期介護保険事業計画期間からの進め方

資料：「全国介護保険担当課長会議」（令和２年７月31日）

◆図７　在宅医療・介護連携推進事業に係る介護保険法施行規則の改正〔新→新設／　→削除〕削

改正後 改正前
　（法第115条の45第２項第四号の厚生労働省令で定め
る事業）
第140条の62の８　法第115条の45第２項第四号の厚
生労働省令で定める事業は，市町村が，同号に規定
する連携を推進するに当たり，在宅医療及び介護が
円滑に提供される仕組みの構築を目的として行う次
に掲げる事業であって，地域支援事業（同号に規定
する事業を除く。）その他の在宅医療及び介護に関
する施策との連携を図るものとする。
一 地域における在宅医療及び介護の提供に必要な
当該提供に携わる者その他の関係者の連携（以下
「在宅医療・介護連携
な情報の収集，整理及
医療・介護連携に関す
療関係者及び介護サー
（以下この条において
う。）と共同して行
療・介護関係者に対し

二 （略）〔在宅医療・介
三 （略）〔地域住民への
四 医療・介護関係者間
業，医療・介護関係者
連携に必要な知識の習
めに必要な研修を行う事業その他の地域の実情に
応じて医療・介護関係者を支援する事業

　（法第115条の45第２項第四号の厚生労働省令で定め
る事業）

第140条の62の８　法第115条の45第２項第四号の厚
生労働省令で定める事業は，次に掲げる事業とする。
一 地域における在宅医療及び介護に関する情報の
収集，整理及び活用を行う事業

二 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関
係者（以下この条において「医療・介護関係者」
という。）により構成される会議の開催等を通じ
て，地域における在宅医療及び在宅介護の提供に
必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携

う。）に関する
必要な施策を検

 在宅医療及び在
の構築に向けた
当該方策を他の

 を支援する事業
する相談支援〕

 宅医療・介護連
の向上のために

七　（略）〔地域住民への普及啓発〕
八 他の市町村との広域的な連携に資する事業

新

削

削

削

削

削
資料：「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」（令和２年10月22日厚生労働省令第176号）より作成
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要介護認定制度 ➡ P185

・認定調査員の要件の緩和
・更新認定の二次判定で同じ要介護度と認定された場合の有効期限の上限を延長（36ヵ月から48ヵ月に）

その他の課題

認知症を正しく理解してもらうために必要な普及啓発活動やチームオレンジと呼ばれる認知症サポータ
ーが活躍できるしくみづくりが重要です。また、通いの場を充実させることで、認知症になっても活動の
場が広がるような、介護家族にとっても負担がよりいっそう減り介護離職を防ぐような、適切な支援が
のぞまれます。

介護人材の確保は、若者をはじめ多くの人から選んでもらえるための職場づくりや仕事のやりがい、魅
力の発信・業務効率化・ICTの利活用などによって実現されます。また、高齢者人口が増えるにつれ、
給付と負担のバランスを図ることがより大切になってきます。

普及啓発
・認知症サポーターの養成、本人発信支援、
企業等における普及啓発に努める

認知症バリアフリー
・認知症になってもできる限り住みなれた地域で
 暮らしていけるようなバリアフリーのしくみづくり

予防
・「通いの場」や身近な場での予防に資する可能性のある活動を推進
・予防に関するエビデンスの収集・分析と、国民に対するメッセージの発信
・短期的視点でなく長期的視点に立った働きかけの重要性

早期発見・早期対応（医療・介護の連携）
・かかりつけ医・地域包括支援センター・認知症初期集中支援チーム・認知症疾患医療センター等の体
制向上と連携強化
・各機関の相談窓口の周知と「通いの場」でのスクリーニング実施

介護者（家族）支援
・介護サービスの活用や認知症カフェ・家族教室や家族同士のピア活動・職場における相談機能充実など、
介護者の負担軽減を図る

介護人材の確保・介護現場の革新
➡ P127・P144

・処遇改善
・多様な人材の参入・活躍の促進
・働きやすい職場の整備
・介護の魅力向上・発信
・外国人材の受け入れ環境整備
・介護現場の革新
・ロボット・ICTの活用支援
・文書量削減
・経営の大規模化・協働化、
事業所間の連携による取り組みの推進

給付と負担 ➡ P171
・補足給付について、能力
に応じた負担とする観点
から精緻化 ➡P172
・高額介護サービス費につ
いて、年収約770万円以
上の人の世帯上限額を引き上げ  げ ➡P1

認知症施策の総合的な推進 ➡ P116Point 4 持続可能な制度の構築・介護現場の革新Point 5

 ５ つの制度改正 Point 令和3 年 4月実施　介護保険制度改正のポイント

そのポイントについて，
より詳細に説明している
解説編のページを明示す
ることで，本編への直感
的なアクセスも可能に

図表や傍注を豊富に活用
することで，範囲も広く
複雑な制度内容を，分か
りやすく解説

う。）と共同して行
療・介護関係者に対し

第 条 法第 条 第 項
生労働省令で定める事業は 市町村が，

医療
的
業
療及
。
の提
者

保険

（法
る事
140
生労
一
収

二
係
と
て
必

冒頭のカラーページでは，
制度改正の背景・課題・め
ざす方向性のほか，ポイン
トとなる５つの事項の概要
をビジュアルに収載

詳細な柱とイン
デクスにより，
求める情報を探
しやすく

を有する者が介護サ 事業者，居宅における医療を提供する医療
機関そ 他 関係者 連携を推進するも として 地域 医療 介護
を
機

業
の連
援事
村が主体となり，郡市区医師
【法第 条 第 第 号】

事業の
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Ⅰ　サービスのしくみ（解説）
⑴障害福祉サービスを受けるまで
①障害者総合支援法の全体像
②支給プロセスと支援区分の認定
③支給決定のしくみ
⑵サービス内容と指定基準
①サービス事業所・施設の指定
②相談支援の体系と計画相談支援
③地域相談支援
④居宅における生活支援
⑤日中活動と住まいの場の提供
⑥訓練等給付
⑦障害児を対象としたサービス
⑶事業所での給付費の請求
①介護給付費等の請求と支払い
②電子請求受付システム
③簡易入力システムを使用した請求
⑷令和３年度報酬改定のポイント
①主な改定内容
②算定構造とサービス提供実績記録票
③請求書と明細書

本書の構成

Ⅱ　単位数表
第１章　障害者総合支援法
⑴計画相談支援
⑵地域相談支援
⑶障害福祉サービス
①居宅介護
②重度訪問介護
③同行援護
④行動援護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑧重度障害者等包括支援
⑨施設入所支援
⑩自立訓練（機能訓練）
⑪自立訓練（生活訓練）
⑫就労移行支援
⑬就労継続支援Ａ型
⑭就労継続支援Ｂ型
⑮就労定着支援
⑯自立生活援助
⑰共同生活援助

第2章　児童福祉法
⑴障害児相談支援
⑵障害児通所支援
①児童発達支援
②医療型児童発達支援

③放課後等デイサービス
④居宅訪問型児童発達支援
⑤保育所等訪問支援
⑶障害児入所支援
①福祉型障害児入所施設
②医療型障害児入所施設

Ⅲ　指定基準
⑴計画相談支援
⑵地域相談支援
⑶障害福祉サービス
⑷障害者支援施設等
⑸障害児相談支援
⑹障害児通所支援
⑺障害児入所施設等

Ⅳ　関係告示・通知
⑴算定基準関係　⑵指定基準関係
⑶医療保険・介護保険等との調整

Ⅴ　疑義解釈
⑴令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑵2019年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑶平成30年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑷平成29年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑸平成27年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑹平成26年度制度改正Ｑ＆Ａ
⑺参考・新型コロナ対応

単位数表・指定基準からＱＡまで　すべての情報をこの一冊に集約！
制度の全体像を解説，単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載
●障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく，障害福祉サービス・障害児支援の基準，とくに報酬算定
と請求に照準をあて，実務上役立つように編集しました。
●障害福祉サービス提供事業者・施設や相談支援事業者をはじめ，行政担当者，報酬関係実務担当者に待望
の一冊です。
●今回の改訂版は，令和３年４月の報酬改定に完全対応。各サービスの単位数はもちろん，新たな処遇改善
加算に関連する通知や，改定内容を理解するための解説も掲載しています。

商品No.160423

令和３年４月版

障害福祉サービス
報酬の解釈
定価　本体4,600円＋税（税込5,060円）
Ｂ５判・1,488頁
ISBN978-4-7894-1734-1 C3036 ¥4600E

Ｒ３
報酬改定
対応
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Ⅱ－1－１　計画相談支援 計画相談支援

220 221

計
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援

計
画
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計画相談支援
１　計画相談支援費
イ　サービス利用支援費
⑴ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）
⑵ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ）
⑶ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ）
⑷ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ）
⑸　サービス利用支援費（Ⅰ）
⑹　サービス利用支援費（Ⅱ）

ロ　継続サービス利用支援費
⑴ 機能強化型継続サービス利用支援費（
⑵ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅱ） 1,513単位
⑶ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅲ） 1,410単位
⑷ 機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ） 1,360単位
⑸　継続サービス利用支援費（Ⅰ） 1,260単位
⑹　継続サービス利用支援費（Ⅱ）
注１　サービス利用支援費は，指定特定相談支援事業者（法第51条の17第１項

する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。）が，計画相談支援対象
項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注１の⑴を除き，以下
て指定サービス利用支援（同号に規定する指定サービス利用支援をい
を行った場合に，次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる方法によ
所定単位数を算定する。
⑴ 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）から機能強化型サービス利用
でについては，別に に適合しているものと
届け出た指定特定相談支援事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総
るための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す
年厚生労働省令第28号。以下「指定基準」という。）第３条第１項に規定する指定特定
相談支援事業所をいう。以下同じ。）における計画相談支援対象障害者等の数（同条
第２項に規定する計画相談支援対象障害者等の数をいう。11において同じ。）を当該
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員（同条第１項に規定する相談支援専門員を
いう。以下同じ。）の員数（前６月の平均値とし，新規に指定を受けた場合は，推定数
とし，以下「相談支援専門員の平均員数」という。）で除して得た数（以下「取扱件数」
という。）の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定
する。ただし，機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）から機能強化型サービス利用支
援費（Ⅳ）までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合にお
いては，機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）から機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ）
までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。
⑵ サービス利用支援費（Ⅰ）については，指定特定相談支援事業所に
の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について
⑶ サービス利用支援費（Ⅱ）については，指定特定相談支援事業所に
が40以上である場合において，当該取扱件数から39を減じた数に相談
均員数を乗じて得た数について算定する。

注２　継続サービス利用支援費は，指定特定相談支援事業者が計画相談支援対
対して指定継続サービス利用支援（法第51条の17第１項第２号に規定す
ビス利用支援をいう。以下同じ。）を行った場合に，次に掲げる区分に応

算定構造→169頁

厚生労働大臣が定める基準

第四　計画相談支援報酬告示に関する事項
１　計画相談支援費の算定について
〔１・注３〕基本的な取扱いについて〔第四・１・⑴〕
　指定計画相談支援の提供に当たっては，計画相談支援基準に定める以下の基準のいずれかを満たさない場合
には，所定単位数を算定しないものとする。
①　指定サービス利用支援
㈠　サービス等利用計画の作成に当たってのアセスメントに係る利用者の居宅等への訪問による利用者及び
その家族への面接等（第

㈡　サービス等利用計画案の利用者又はその家族への説明並びに利用者又は障害児の保護者の文書による同
意（同項第９号及び第1

㈢　サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の利用者又は障害児の保護者及び担当者への交付（同項
第10号及び第13号）

㈣　サービス担当者会議の
②　指定継続サービス利用支
㈠　利用者の居宅等への訪
㈡　サービス等利用計画の変更についての①の㈠から㈣までに準じた手続の実施（同条第３項第３号により
準用する同条第２項第

③ 機能強化型サービス利用支援費（機能強化型継続サービス利用支援費）の取扱いについて
㈠　趣旨

機能強化型サービス利用支援費は，支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか，専門性の高い人材を
確保し，質の高いマネジメントを実施している事業所を評価し，地域全体のマネジメントの質の向上に資
することを目的とするものである。

となる事業所は，
確保し，サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
の相談支援専門員が配置され，どのような支援困難ケースでも適切に支援できる体制が
，市町村や基幹相談支援センター等との連携体制が確保されているほか，協議会との連
望まれるものである。
は，こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ，支援困難ケースを含めた質の高いマネ
いう趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用
る基準に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第180号。以下「厚
る基準」という。）の具体的運用方針

厚生労働大臣が定める基準における各要件の取扱いについては，次に定めるところによること。
ア 機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）について
ア ⑴関係

一体的に管理運営を行うとは，次の要件を満たすものでなければならないこと。また，当該報酬に
ついては，複数の事業所が協働して体制の確保や質の向上に向けた取組をすることとし，人員配置要
件や24時間の連絡体制確保要件については，地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援
事業所全体で人員配置や連絡体制が確保されていることをもって要件を満たすこととする。
ａ 協働体制を確保する事業所間において，協定を締結していること。
ｂ 厚生労働大臣が定める基準第１号イの⑴の要件を満たしているかについて，協定を締結した事業
所間において定期的（月１回）に確認が実施されていること。
ｃ 原則，全職員が参加するケース共有会議，事例検討会等を月２回以上共同して実施していること。

イ ⑴の㈠関係
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は，

たすものでなければならないこと。
いては，少なくとも次のような議事を含めること。
える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
おける事業者や活用できる社会資源の状況
療及び福祉に関する諸制度
メント及びサービス等利用計画の作成に関する技術
からの苦情があった場合は，その内容及び改善方針
必要な事項
いては，記録を作成し，５年間保存しなければならないこと。

65

4　介護給付①　居宅における生活支援
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　居宅において単身等で生活する障害者に，常時の連絡体制を確保し，
障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を
行います※5。「常時の連絡体制」は，携帯電話によることもできます
が，緊急の事態に速やかに駆けつけられる体制が前提です。
　サービス提供に当たっては，利用者の立場に立って懇切丁寧に行う
ことを旨とし，サービスの提供方法等について理解しやすいように説
明を行うことが肝要とされています。また必要に応じて，同じ障害を
有する者による支援等，適切な手
●地域定着支援の対象者
　地域生活を継続していくための
等の支援体制が必要と見込まれる
⑴居宅において単身で生活する障
⑵居宅において家族と同居してい
等のため緊急時の支援が見込めない状況にある人

　対象者には，障害者支援施設等※6や精神科病院から退所・退院し
た人に加えて，家族との同居から一人暮らしに移行した人や地域生活
が不安定な人などを含みます。
●地域定着支援の運営基準
⑴対象者ごとに，緊急時に必要となる家族，サービス事業者，医療機
関等の連絡先等を記載した地域定着支援台帳を作成します。

⑵利用者との常時の連絡体制を確保するとともに，居宅への訪問等を
行い，利用者の状況を把握します。

⑶緊急時に速やかに居宅への訪問等による状況把握を実施するととも
に，家族や関係機関との連絡調整，一時的な滞在支援（指定障害福
祉サービス事業者に委託可）等の支援を行います。

●地域定着支援台帳の作成
　地域定着支
環境，③緊急
指定障害福祉
④その他の利 ※7

かれている環
の希望する生
時等に適切な
　地域定着支
握に努め，当該台帳を見直し，必要に応じて変更を行います。

2　地域定着支援

※5 地域定着支援の給付決定
の有効期間は１年以内で，
地域生活を継続していくた
め緊急時の支援体制が必要
と見込まれる場合には，１
年以内で更新されます（そ
の後の更新も同じ）。

※6 共同生活援助，宿泊型自
立訓練の入居者についての
常時の連絡体制の整備，緊
急時の支援等は，通常，事
業所の世話人等が対応する
ため，対象外となっていま
す。

※7 地域定着支援台帳の様式
は各事業所が定めるもので
差し支えありません。

◎居宅介護は，利用者の居宅で，入浴，排せつまたは食事の介護等を行います。重度訪問介護は，
重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害で行動に著しい困難を有する人が対象です。

◎同行援護は，視覚障害のため移動に著しい困難を有する人に移動の際の支援を，行動援護は，行
動する際に生じる危険を回避するために必要な援護，外出時の介護等を行います。

◎重度障害者等包括支援は，介護の
◎短期入所は，介護者が病気などの

利用者が居宅で自立した日常生活
うに，身体その他の状況や置かれてい
食事等の介護，調理・洗濯・掃除等の家事，生活等に関する相談や助
言，その他の生活全般にわたる援助を行います。
●居宅介護の対象者
障害支援区分１以上の障害者と，これに相当する支援の度合いに

ある障害児です。ただし，通院等介助（身体介護を伴う場合）※1は，
①障害支援区分２以上で，②障害支援区分の認定調査項目で次のいず
れか１つ以上に認定されている人が対象です。

4

1　居宅介護（ホームヘル

※1 医療機関への通院，公的
機関での手続，地域移行支
援事業所・地域定着支援事
業所・特定相談支援事業
所・障害児相談支援事業所
への訪問，障害福祉サービ
ス事業所の見学などを利用
目的としています。

歩行 「全面的な支援が必要」
移乗 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
移動 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排尿 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排便 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」

従業者＊1 常勤換算方法で2.5人以上
資格要件 ①介護福祉士 ②介護福祉士実務者研修修了者 ③居宅介護職員初任者研修修了者 ④障害者居

宅介護従業者基礎研修修了者　⑤重度訪問介護・同行援護・行動援護従業者養成研修修了者　等
サービス提供
責任者＊2
（管理者が兼
務可能）

次の①～④のいずれかに該当するように配置（原則常勤，一部非常勤可）
①月間のサービス提供時間450時間当たり１人以上　②従業者の数が10人当たり１人以上　③利
用者の数が40人当たり１人以上（通院等乗降介助のみの利用者は0.1人で計算）　④常勤で３人以
上配置，かつ，サービス提供責任者の業務に主として従事するものを１人以上配置している場合
は，③にかかわらず利用者の数

資格要件 ①介護福祉士 ②介護福祉士実
養成研修修了者　⑤居宅介護職
保険の指定訪問介護事業所等の

管理者 常勤専従（支障がなければ，事
＊1　居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護の事業
ビス提供責任者は合わせた事業規模に応じ１以上等，③
＊2　介護保険の指定訪問介護事業者等が，居宅介護・重
護等の基準を満たすとみなされます。このとき，サー
とされる員数以上，または②訪問介護等と指定居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上を配置します。なお，指定居
宅介護等と指定訪問介護等のサービス提供責任者は兼務することができます。

◆事業所の人員基準（概要）

告示も通知も，令和３年
４月実施の改正部分には
下線を付しており，変更
箇所が一目でわかります

費用算定基準（単位数表）
告示と留意事項通知につ
いて，それぞれの対応を
わかりやすくレイアウト

告示と通知の対応は項番で
明示。通知内で他サービス
の規定を準用する場合はそ
の項目を近くに再掲

改正を追うのが困難な費
用算定基準告示により別
途定められる「関係告示」
も委任文言の近くに掲載

報酬算定や審査･支払
にかかる初任者の業務
知識習得の資料として
も最適です

報酬算定構造やサービス提
供実績記録票記載例等の必
携資料を２色刷りで掲載

報酬算定構造やサービス
提供実績記録票も掲載し
ています

制度の全体像から多様な
サービスの概要，支給決定，
請求･支払までを解説

Ⅱ 単位数表

Ⅰ サービスと請求のしくみ

所
指定
サ
その
サ
意
サービス等利用計画案
第 号 第 号）

指定計
には 所定
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障害者総合支援法を中心とした障害者施策の全体像を一冊に
●障害福祉サービスにたずさわる方に，その基礎となっている障害者総合支援法と，障害者施策の基本を
定める障害者基本法，障害者の福祉・所得保障・雇用促進のための関連法を網羅して解説しています。
●障害者総合支援法については，法律の構成に応じて，とくに自立支援給付を法律・政省令・告示や通知
にもとづき確実に，また，審議会資料等を用いてわかりやすく解説しています。

●障害児への支援給付（児童福祉法）についても，自立支援給付との関係をふまえ，必要な情報を詳説しました。
●さらに，公的年金を中心とした所得保障，雇用促進法を軸に進められる職業安定についても，ご本人や
ご家族からの相談に対応していくための情報をまとめています。

●法令編では，本文で解説した各法について，法律と政令（施行令）・厚生労働省令（施行規則）を，内
容を対応させた2段表で構成し，法律上の根拠をわかりやすく示すようにしています。

Ⅰ　障害者総合支援法の解説
第１　障害者総合支援法のしくみ
①障害者総合支援法の全体像
②障害者福祉計画・障害児福祉計画
③財源構成と国庫負担基準

第２　自立支援給付
①自立支援給付の概要
②自立支援給付の支給申請等
③介護給付・訓練等給付等の支給決定等
④障害支援区分の認定
⑤介護給付・訓練等給付等の利用者負担
⑥地域相談支援給付費・計画相談支援給付費の支給
⑦自立支援医療費の　支給認定と利用者負担
⑧補装具費の支給と利用者負担

第３　自立支援給付に係る事業所の指定等
①サービス事業者・施設等の指定
②居宅における生活支援
③日中活動と住まいの場の提供
④訓練等給付のサービス
⑤相談支援給付のサービス
⑥都道府県・市町村による指導監査
⑦業務管理体制の整備
⑧障害福祉サービス等情報公表制度

第４　障害児への支援給付（児童福祉法）
①障害児への支援給付の概要
②通所にかかる障害児への支援給付等
③入所にかかる障害児への支援給付等
④障害児相談支援給付費の支給

法令編
⑴障害者総合支援法／児童福祉法
⑵身体障害者福祉法／知的障害者福祉法／精神保健福祉法
⑶障害者雇用促進法

Ⅱ　障害者福祉関連制度の解説
第１　障害種別に応じた福祉の増進
①身体障害者への福祉（身体障害者福祉法）
②知的障害者への福祉（知的障害者福祉法）
③精神障害者への福祉（精神保健福祉法）
④発達障害者への支援（発達障害者支援法）
■心神喪失者等医療観察法のしくみ
第２　障害者の雇用促進と職業安定
①障害者雇用促進法のしくみ
②障害者優先調達のしくみ
第３　障害年金・手当による所得保障
①公的年金制度による障害年金
②「特別児童手当等の支給に関する法律」による手当
■障害者扶養共済制度（しょうがい共済）
付　障害者施策と障害者基本法
①障害者基本法と障害者基本計画
②第４次障害者基本計画：各分野の基本的な方向
③障害者差別解消法と基本方針
④障害者虐待防止法と市町村の取組み

本書の構成

第５　地域生活支援事業・地域生活支援促進事業
①地域の特性や状況に応じた地域生活支援事業
②特に進めることが望まれる地域生活支援促進事業
付　令和３年度 障害福祉サービス等報酬改定

障害者福祉ガイド

定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）
Ｂ５判・760頁
ISBN978-4-7894-0611-6 C3036 ¥4000E

商品No.160561

令和３年４月版

障害者総合支援法の解説
改訂
新版
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Ⅱ　障害者総合支援法　①障害者総合支援法

316

5 

①-第１章　総則

317

◎障害者総合支援法は，障害者・障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営
むことができるよう制定されました。

◎地域社会での共生を実現していくため，障害福祉サービス，地域生活支援事業が提供されています。

　障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律）※１は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，
障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活・社会生活を営めるよう，必要な障害福祉サービスの給付，
地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことにより，障害者・
障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず相互に
人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄
与することを目的としています（法１条）。
　その支援は，次のような基本理念にもとづき総合的・計画的に行わ
れます（法１条の２）。

ていおに所場な近身のそり限な能可，が児害障・者害障のてべす⑴
必要な支援を受けられることにより，社会参加の機会が確保される
こと

，れさ保確が会機の択選のていつにかるす活生と誰でこど⑵

1

１　障害者総合支援法の目的と理念

※1 平成18年（2006年）4月
に「障害者が地域で暮らせ
る社会」を目的に施行され
た障害者自立支援法を改正
し，平成25年（2013年）4
月より施行された法律が障
害者総合支援法です。

　平成28年（2016年）に同
法の附則で規定された施行
後3年を目途とした見直し
が行われ，平成30年（2018
年）4月に施行されていま
す。

◆障害者総合支援法の実施についての責務（法２条・３条）

市町村 ⑴ 障害者等が自立した生活を営むことができるよう，生活の ， 職 安 所
その他の職業リハビリテーションを実施する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り
つつ，必要な自立支援給付・地域生活支援事業を総合的・計画的に行う
⑵ 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，相談に応じ，必要な調査と指導を行い，これら
に付随する業務を行う
⑶ 意思疎通に支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう必要な便宜を供与
虐待の防止とその早期発見のために関係機関と連絡調整を行う
その他権利の擁護のために必要な援助を行う

都道府県 ⑴ 市町村が行う自立支援給付・地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市町村に対する必
要な助言，情報の提供その他の援助を行う
⑵ 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給と地域生活支援事業を総合的に行う
⑶ 障害者・障害児に関する相談と指導のうち，専門的な知識と技術を必要とするものを行う
⑷ 市町村と協力して権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村が行う援助が適正かつ円
滑に行われるよう，市町村に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国 市町村・都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業等が適正かつ円滑に行われるよう，市町村・
都道府県に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国・地方
公共団体

障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サービス，相談
支援，地域生活支援事業の提供体制の確保に努める

国民 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日常生活または社会生活を営め
るような地域社会の実現に協力するよう努める
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　障害者総合支援法は，障害者・障害児（身体障害，知的障害，精神
障害，難病等）をサービス・支援の対象とします（法４条）。

（
者
害
障
⑴

）
上
以
歳

①一定の身体上の障害があり，身体障害者手帳の交付を受けている身体
障害者
②知的障害者
③統合失調症，精神作用物質による急性中毒またはその依存症，知的障害，
精神病質その他の精神疾患を有する精神障害者（発達障害※２があり発
達障害と社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受ける発
達障害者を含む）
④日常生活または社会生活を営むための支援を行うことが特に必要な難
病等の患者

児
害
障
⑵　（

）
満
未
歳

①身体に障害のある児童
②知的障害のある児童
③精神に障害のある児童（発達障害があり発達障害と社会的障壁により
日常生活または社会生活に制限を受ける発達障害児を含む）
④⑴④の難病等に該当する児童

２　対象となる障害者・障害児の範囲

◆身体障害者手帳の交付対象となる身体上の障害（身体障害者福祉法・別表）

生することを妨げられないこと
よるなと壁障でえうむ営を活生て

の事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資す

※2 発達障害者支援法では，
広汎性発達障害（自閉症，
アスペルガー症候群など），
学習障害，注意欠陥多動性
障害，言語の障害，協調運
動の障害，脳機能の障害で
あってその症状が通常低年
齢において発現するものの
うち，言語の障害，協調運
動の障害，心理的発達の障
害，行動と情緒の障害を発
達障害と定義しています。

のもるす続永，で害障覚視 ⑴ ①両眼の視力がそれぞれ0.1以下
②１眼の視力が0.02以下，他眼の視力が0.6以下
③両眼の視野がそれぞれ10度以内
④両眼による視野の２分の１以上が欠けている
※視力は万国式試視力表で測定（屈折異常がある場合は矯正視力について測定）

，で害障の能機衡平はたま覚聴 ⑵
永続するもの

両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上
②１耳の聴力レベルが90デシベル以上，他耳の聴力レベルが50デシベル以上
③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
④平衡機能の著しい障害

くゃしそ，能機語言，能機声音 ⑶
機能の障害

音声機能，言語機能，そしゃく機能の喪失
②音声機能，言語機能，そしゃく機能の著しい障害で，永続するもの

由自不体肢 ⑷ ①１上肢，１下肢または体幹の機能の著しい障害で，永続するもの
②１上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く，またはひとさし指を含めて１上肢
の２指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く
③１下肢をリスフラン関節以上で欠く
④両下肢のすべての指を欠く
⑤１上肢のおや指の機能の著しい障害，またはひとさし指を含めて１上肢の３
指以上の機能の著しい障害で，永続するもの
⑥上記のほか，その程度が①～⑤の障害の程度以上と認められるもの

不疫免トヒ，害障の能機の腸小，害障の能機の腸直はたまうこうぼ，害障の能機の器吸呼はたま臓んじ，臓心 ⑸
全ウイルスによる免疫の機能の障害，肝臓の機能の障害で，永続し，かつ，日常生活に著しい制限を受ける程
度であると認められるもの
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解説の説明を
冒頭に掲載

法令編を参照しや
すいよう，解説の
根拠となる法令の
該当箇所を明示

本文の追加説明を
枠外に掲載

図表も用いて解説

法令編では，左欄
に法律を掲載
右欄には，法律に
対応する政令・施
行規則を配置
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Ⅰ 介護保険と市町村の役割
介護保険の目的
市町村を中心とした取組み
サービス提供体制の整備

Ⅱ 被保険者と要介護認定
被保険者　要介護・要支援の認定　不服申立て

Ⅲ 保険給付のしくみ
在宅の介護給付　施設の介護給付　予防給付
高額サービス費　高額医療合算サービス費
特定入所者介護サービス費（補足給付）
給付制限等

Ⅳ サービス事業者と施設
介護支援専門員　居宅サービス
地域密着型サービス　居宅介護支援
介護予防支援　介護保険施設
介護報酬の算定と請求　サービスの質の向上

Ⅴ 費用負担のしくみ
第１号保険料　財政安定のための事業
医療保険者の納付金（第２号保険料）

Ⅵ 地域支援事業
総合事業（サービス事業・介護予防ケアマネジ
メント・一般介護予防事業）
包括的支援事業　任意事業

本書の構成（予定）

◯解説編では，法令・資料にもとづいて，介護保険の内容を丁寧に解説しています。図表を豊富に掲載すること
により，理解しやすい構成になっています。

◯法令編は，介護保険法を左欄に，関係する規定（施行令・施行規則等）を右欄に配置し，体系的に整理され
た総覧としてまとめています。令和３年４月改正箇所等を下線等で明示しています。

Ⅰ 介護保険法総覧（介護保険法と施行令等の政令・施行規則等の省令・告示の2段表）

Ⅱ その他の関係法令・通知

解説編

法令編

地域共生社会の実現を目指す令和３年改正
改正後の介護保険制度を理解し,考えるための「わかりやすい」決定版！

●介護保険は，高齢者の介護を社会全体で支えあうしくみです。どのような人が，どのような手続を経て，ど
のようなサービスをうけられるのか，そしてその費用はどのようにまかなわれ，どのように制度が運営され
るのかについて，全体像を見通しつつ，詳細に解説しています。
●法令編では，解説編で表示した介護保険法などの条文や関係する規定を参照することができますので，解
説の根拠とより詳細な情報が得られます。法令を参照されたい場合は，①解説編＋法令編をお求めくださ
い。

介護保険制度の解説
令和３年度版 10月発売予定

定価　本体5,000円＋税（税込5,500円）
Ｂ５判・約1,300頁
ISBN978-4-7894-2520-9 C2032 ¥5000E

商品No.700120

②解説編のみ
（法令編なし）

定価　本体3,200円＋税（税込3,520円）
Ｂ５判・約560頁
ISBN978-4-7894-2510-0 C2032 ¥3200E

商品No.700110
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Ⅰ 介護保険と市町村の役割

21

2. 市町村を中心とした取組み

　 実施主体は市町村（法 3条）1
　介護問題に取り組むのに最もふさわしい主体
体である市町村が保険者となり，きめこまかな対応をすることになっています。
　市町村は，住民の要介護認定の申請をうけつけ，認定を行い，保険給付として
の費用の支払い等を直接・間接に行います。また，特別会計として費用の見込み
をたて，必要な費用を第 1号被保険者から保険料として徴収します。
　介護保険の事務は地方自治法（ 2条 8 項）の自治事務にあたります。なお，市町
村は介護保険法にもとづき，第 1号保険料をはじめとした法の委任事項や，保険
給付上乗せ・保健福祉事業等の地域の実情に応じた事項を条例で定めます。

介護保険事業が健全・円滑に行われるように，国は保健医療・福祉サービスの
提供体制の確保等について必要な措置を講じ，都道府県は保険者等に対し，必要
な助言や介護認定審査会の共同設置の調整等の適切な援助を行います。
　また，医療保険者と年金保険者は，保険料徴収等の面から介護保険事業が健
全・円滑に行われるよう協力します。

▶国・都道府県の責務と医療保険者の協力（法 5～ 6条）

◉介護保険の保険者は市町村と特別区（以下「市町村」）で，制度運営を主体として行い，
国，都道府県，医療保険者，年金保険者が重層的に支え合う構造となっています。

◉国と都道府県は，財政負担を行うほか，市町村の制度運営を支援します。サービス提供体
制の整備についても，市町村が「介護保険事業計画」で定める目標の達成を支援します。

市町村・特別区
（制度の運営主体）

国 都道府県 医療保険者

年金保険者

①介護保険事業の実施（要介護認定，保険給付，
第１号被保険者の保険料の賦課・徴収等）

②介護サービスの基盤整備
③費用の負担（介護給付費の公費負担12.5％）

①制度全体の枠組みの設定
②要介護認定，保険給付，事
業者・施設等の基準の設定

③制度の適正な運営のため
の，保険者，事業者・施設
等に対する報告徴収等

④市町村の安定的な財政運営
のための各種支援

⑤費用の負担（介護（予防）
給付費の国庫負担，財政安
定化基金に対する負担等）

①保険者・事業者等の適正な事
業運営のための助言・指導

②財政安定化基金等の設置，要介
護認定の審査判定業務の市町
村からの受託等の保険者支援

③介護サービスの基盤整備
④審査請求の処理
⑤介護サービス情報の公表
⑥費用の負担（介護（予防）給
付費の公費負担，財政安定化
基金等に対する負担）

所属する第２号被保険者
（40歳以上65歳未満）の負担
を医療保険料として徴収し支
払基金に納付

年金支払いに際して第１号被
保険者（65歳以上）の保険
料を徴収（天引き）し市町村
に納入

●地域包括ケアの推進 5 条 3 ・ 4 項）

重度な要介護状態となっても，高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
最後まで続けられるよう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保
され，一体的に提供される，地域包括ケアシステムの構築がもとめられていま
す。この地域包括ケアの推進は，国と地方公共団体の責務としても，法律で規定
されています。
　すなわち，国と地方公共団体は，被保険者が可能な限り，住み慣れた地域でそ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように，①保険給付に
係る保健医療サービス・福祉サービスに関する施策，②要介護状態等となること
の予防，要介護状態等の軽減・悪化防止のための施策，③地域における自立した
日常生活の支援のための施策を，医療と居住に関する施策との有機的な連携を図
りつつ，包括的に推進するよう努めます。これらの施策の推進に当たっては，障
害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めます。

今後の高齢化のさらなる進展に伴い，認知症（脳血管疾患やアルツハイマー病
を原因とする脳の器質的な変化により，日常生活に支障が生じる程度にまで記
機能やその他の認知機能が低下した状態）の急速な増加が見込まれており，住
慣れた地域で，介護・医療および地域（行政）が緊密に連携し，自立した日常
活を支援していくことの重要性が一層高まっています。

　そこで，国と地方公共団体は，適切な保健医療・福祉サービスを提供するた
め，次の事項に努めることが明文化されています。
⑴ 認知症に関する知識の普及と啓発
⑵ 認知症の予防・診断・治療，その心身の特性に応じたリハビリテーションや介
護方法に関する調査研究の推進と，その成果の活用

⑶ 認知症の人を介護する人の支援や，認知症の人を支援する人材の確保と資質の
向上を図るための必要な措置

⑷ その他の認知症に関する施策の総合的な推進
これらの施策の推進に当たっては，認知症の人とその家族の意向の尊重に配慮

するよう努めます。
　市町村は，認知症専門医による指導の下，早期診断・早期対応を行う，認知症
初期集中支援チームおよび認知症地域支援推進員を，地域包括支援センター等に
整備することができます（499頁参照）。

目的 包括的な施策の推進 有機的な連携

被保険者が，可能な限り，住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できること

①介護サービス
②予防サービス
③生活支援サービス

医療に関する施策
居住に関する施策

▶認知症に関する施策の総合的な推進等（法 5条の 2）

－ 550 －

第 1 章 総則

－ 551 －

法 1条～ 5条の 2 ( 1 項)

定めるところにより，介護保険に関する特別会計を保険
事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければな
らない。

   （保険事業勘定及び介護サービス事業勘定）
〔則〕第 1条 保険事業勘定においては，保険料，分担金
及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，支払基金
交付金，都道府県支出金，相互財政安定化事業交付金，
財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，市町村債並びに諸
収入をもってその歳入とし，総務費，保険給付費，財政
安定化基金拠出金，相互財政安定化事業負担金，地域支
援事業費，保健福祉事業費，基金積立金，公債費，予備
費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2　介護サービス事業勘定においては，サービス収入，分
担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，都道
府県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，市町
村債並びに諸収入をもってその歳入とし，総務費，事業
費，施設整備費，基金積立金，公債費，予備費及び諸支
出金その他の諸費をもってその歳出とする。

   （国民の努力及び義務）
第 4条　国民は，自ら要介護状態となることを予防するた
め，加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康
の保持増進に努めるとともに，要介護状態となった場合
においても，進んでリハビリテーションその他の適切な
保健医療サービス及び福祉サービスを利用することによ
り，その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2　国民は，共同連帯の理念に基づき，介護保険事業に要
する費用を公平に負担するものとする。
   （国及び地方公共団体の責務）
第 5条　国は，介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行わ
れるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する
体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講
じなければならない。
2　都道府県は，介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行
われるように，必要な助言及び適切な援助をしなければ
ならない。
3　国及び地方公共団体は，被保険者が，可能な限り，住
み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう，保険給付に係る保健医療サー
ビス及び福祉サービスに関する施策，要介護状態等とな
ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防
止のための施策並びに地域における自立した日常生活の
支援のための施策を，医療及び居住に関する施策との有
機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなけれ
ばならない。
4 国及び地方公共団体は，前項の規定により同項に掲げ
る施策を包括的に推進するに当たっては，障害者その他
の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努
めなければならない。
   （認知症に関する施策の総合的な推進等）
第 5条の 2 国及び地方公共団体は，認知症（脳血管疾
患，アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的
な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機
能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同
じ。）に対する国民の関心及び理解を深め，認知症であ
る者への支援が適切に行われるよう，認知症に関する知

   （目的）
第 1条　この法律は，加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病等により要介護状態となり，入浴，排せつ，
食事等の介護，機能訓練並びに看護及び療養上の管理そ
の他の医療を要する者等について，これらの者が尊厳を
保持し，その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう，必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため，国民の共同連帯の理念
に基づき介護保険制度を設け，その行う保険給付等に関
して必要な事項を定め，もって国民の保健医療の向上及
び福祉の増進を図ることを目的とする。
（介護保険）
第 2条　介護保険は，被保険者の要介護状態又は要支援状
態（以下「要介護状態等」という。）に関し，必要な保
険給付を行うものとする。
2　前項の保険給付は，要介護状態等の軽減又は悪化の防
止に資するよう行われるとともに，医療との連携に十分
配慮して行われなければならない。
3　第 1項の保険給付は，被保険者の心身の状況，その置
かれている環境等に応じて，被保険者の選択に基づき，
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事
業者又は施設から，総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われなければならない。
4　第 1項の保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介
護状態となった場合においても，可能な限り，その居宅
において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように配慮されなければならない。
  （保険者）
第 3条　市町村及び特別区は，この法律の定めるところに
より，介護保険を行うものとする。
2　市町村及び特別区は，介護保険に関する収入及び支出
について，政令で定めるところにより，特別会計を設け
なければならない。

   （特別会計の勘定）
〔令〕第 1条　介護保険法（以下「法」という。）第115条
の49に規定する事業として指定居宅サービス（法第41条
第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同
じ。），指定地域密着型サービス（法第42条の 2第 1項に
規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。），
指定居宅介護支援（法第46条第 1項に規定する指定居宅
介護支援をいう。以下同じ。），指定介護予防サービス
（法第53条第 1項に規定する指定介護予防サービスをい
う。以下同じ。），指定地域密着型介護予防サービス（法
第54条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護予防
サービスをいう。以下同じ。）及び指定介護予防支援
（法第58条第 1項に規定する指定介護予防支援をいう。
以下同じ。）の事業並びに介護保険施設の運営を行う市
町村（特別区を含む。以下同じ。）は，厚生労働省令で

介護保険法
第 1章　総則

図表を交えて
わかりやすく
解説

介護保険法を左欄に，関
係する政省令等を右欄に
配置し，体系的に整理
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Ⅰ 介護保険財政
⑴介護保険制度
⑵介護保険の財政構造
⑶公費負担
⑷財政安定化基金
⑸地域支援事業
⑹保険者，被保険者
⑺保険給付

Ⅱ 第１号被保険者の保険料
⑴保険料の設定
⑵保険料の算定方法
⑶介護保険事業（支援）計画
⑷９段階設定
⑸市町村民税
⑹保険料設定の弾力化
⑺公費による低所得者の保険料軽減強化

Ⅳ 医療保険者の介護給付費・地域支援事業支援納
付金と第２号被保険者の保険料

Ⅲ 保険料の賦課・徴収
⑴賦課期日，月割賦課
⑵暫定賦課，遡及賦課
⑶特別徴収
⑷普通徴収
⑸保険料の徴収猶予，減免
⑹地方税法の準用
⑺督促，滞納処分
⑻滞納者に対する保険給付の制限
⑼時効

本書の構成（予定）

◯索引

実務に研修に役立つ，密度の高い一冊　市町村担当者必携です！

●保険料と介護保険財政を中心として，介護保険における保険者事務について詳しく解説した実務書です。
事例や運用をできる限り記述する一方，介護保険制度の基本的な考え方も説明しています。
●解説には法令上の根拠を示していますので，知識の整理等にも役立ちます。
●今版では，地域共生社会の実現に向けた令和２年改正法による制度改正にあわせて，内容の見直し・充実
を図っています。
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－ 18－－ 18－ － 19－－ 19－

第１章　第２節　介護保険の財政構造

介護保険制度においては、給付と負担の関係を明確にし、かつ利
の選択による利用を可能とするため、社会保険方式が採用された。
ただし、被保険者の保険料負担が過大なものとならないよう、一

公費が投入されている。具体的には、公費で給付費の 50％（国、
府県、市町村がそれぞれ 25％（20％下図※２）、12.5％（17.5％下図
12.5％）を賄うこととしており、保険料負担は給付費の２分の１の

である。また、この部分は、更に第１号被保
均23％が、第２号被保険者の保険料で 27％が

1 公費負担についての論点
このように、社会保険方式を採用しつつ、費用の半分を公費で賄うこ

ととした理由は、
① 介護サービスの提供に対しては、一定の公的責任があること
② 制度創設前の老人福祉制度においては基本的に公費によりサービス
を提供していたほか、社会保険方式を基本とする老人保健制度におい
ても介護色の強いサービスについては給付費の５割を公費で賄ってい
たこと

③ 仮に、給付に必要な費用をすべて保険料財源で賄うこととした場合、
被保険者の保険料負担が過大なものとなること
などによるものである。
また、老人福祉制度が基本的に国、都道府県、市町村で２：１：１と

いう負担割合であったことを勘案し、公費のうちのそれぞれの負担割合
は２：１：１の比率とされたものである。

2 第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合
介護保険財政は、公費により給付費の５割が賄われるので、被保険者

の保険料で賄う部分は、給付費の５割となっている。そして、保険料負
担分については、第１号被保険者と第２号被保険者が公平に負担すると
いう観点から、両者における１人当たりの保険料水準が等しくなるよう
に振り分けられる。このため、給付費に対する割合は、平成12 ～ 14年
度においてはそれぞれ 17％と 33％に、平成15 ～ 17年度においてはそ
れぞれ 18％と 32％に、平成18 ～ 20年度においてはそれぞれ 19％と
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市町村負担金
12.5％

都道府県負担金※２
12.5％

国庫負担金※２
20.0％

調整交付金
平均5.0％第１号被保険者

保険料※１
平均23.0％

第２号被保険者
保険料※１
27.0％

介護保険財政の構造

※１　平成12～14年度においては、第１号被保険者の保険料が平均17％、第２号被保険者の保険料
が33％、平成15～17年度においては、それぞれ平均18％、32％、平成18～20年度において
は、それぞれ平均19％、31％、平成21～23年度においては、それぞれ平均20％、30％、平成24
～26年度においては、それぞれ平均21％、29％、平成27～29年度においては、それぞれ平均
22％、28％

※２　平成18年度から都道府県指定の介護保険施設及び特定施設（特定施設入居者生活介護・介護予
防特定施設入居者生活介護）の給付費については、国15％、都道府県17.5％、居宅給付費につい
ては国20％、都道府県12.5％

－ 20－－ 20－ － 21－－ 21－
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31％に、平成21 ～ 23年度においてはそれぞれ 20％と 30％に、平成24
～ 26年度においてはそれぞれ 21％と 29％に、平成27 ～ 29年度におい
てはそれぞれ 22％と 28％に、平成30 ～ 32年度においてはそれぞれ
23%と 27%に設定されている。
このように、全国における給付費に対する第２号被保険者の負担割合

は、次式を基準として、３年ごとに政令で定めることとされている（法
第125条第２項参照）。

ここで、２分の１を乗じるのは、公費が給付費の２分の１を賄うこと
から、保険料負担分は残りの２分の１であることによるものである。
平成30年度から平成32年度の計画期間における第１号被保険者と第

２号被保険者の見込み数については、各被保険者数の実績値及び将来人
口推計等を用いて、平成30年から平成32年の３年間の平均として、そ
れぞれの被保険者数を算定したところ、100分の 27という第２号被保
険者負担率が示されている。
第２号被保険者の負担分は、医療保険者を通じて介護給付費納付金と

して社会保険診療報酬支払基金に支払われる。医療保険者ごとの介護給
付費納付金の額は、そこに加入する第２号被保険者の人数に応じて振り
分けられ、決定される。
なお、第１号被保険者の１人当たり平均保険料と第２号被保険者の１

人当たり平均保険料は、このように等しくなるように定められているが、
正確には、市町村特別給付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付
に要する費用、前計画期間における財政安定化基金借入金の償還に要す
る費用、保健福祉事業に要する費用等は、第１号被保険者の保険料で賄
うことから、第１号被保険者の保険料額は、この分だけ高くなる。また、
第２号被保険者の負担分には被用者保険では事業主負担が、国民健康保
険では公費負担が存在している。

全国の第２号被保険者の見込み数

全国の被保険者（第１号被保険者＋第２号被保険者）の見込み数
× １／２

なお、平成29年度の介護給付費納付金からは、被用者保険の場合で
あれば、医療保険者ごとの総報酬額が勘案され、額が決定することとさ
れている。

■第2号被保険者に第1号被保険者と同様の保険料を求める理由について■

第2号被保険者は、その介護リスクが低く、また給付が行われるのは特定
疾病に起因する要介護状態に限られるにも関わらず、第1号被保険者と1人
当たりの保険料額を同じものとされている理由は、以下のとおりである。
① 第1号被保険者に対する介護給付の中には、従来の老人保健制度を通
じて医療保険者が負担してきた部分が含まれるなど、第2号被保険者自
身も第1号被保険者に対する介護給付により医療保険料の負担者として
の受益を有していること

② 第2号被保険者の対象年齢である40歳以降は、老親の介護が問題とな
る時期であり、介護保険により、その介護負担が軽減されるなど一定の受
益があること

③ 現役世代の方が一般的に負担能力が高いこと

法令上の参照
箇所を明示

制度設計の考え方
を懇切丁寧に解説

構造

図表を用い複
雑なしくみを
わかりやすく
表示
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■認知症 ステージ別パンフレット

認知症にならないために
～認知症を予防する生活習慣の改善～

軽度認知障害（MCI）気づきのためのパンフレットです
◆軽度認知障害とは何かを知っていただき、早期での気づきで予防・進行
の遅らせができること、また健康・習慣面等での認知症リスクを高める
傾向と、その対策を掲載。地域で受けられる支援も紹介し、ご本人、ご
家族の皆さまにご理解いただいたうえで前向きな気持ちになっていただ
けるよう作成いたしました。

定価：本体80円＋税（税込88円） A４判、８P、オールカラー 　商品コード：710900

認知症かな？ と思ったら
～認知症の症状 早めの気づきと受診～

認知症かもしれない…安心相談のためのパンフレットです
◆認知症の疑いがある人のご家族に「認知症とは何か」を知っていただき、
身近な人の「気づきのポイント」や、自尊心を傷つけずにかかりつけ医
の先生の診断へ誘導する方法等を掲載。さらに相談窓口もご紹介。ご家
族へ、早期発見に役立つ情報をご提供するためのパンフレットです。

定価：本体80円＋税（税込88円） A４判、８P、オールカラー 　商品コード：710910

認知症になっても
いっしょにくらしていくために
～認知症の人との接し方とくらし方～

認知症になっても自分らしく…共生のためのパンフレットです
◆認知症と診断された方のご家族のために「認知症の実践的知識」を掲載。認知症
の諸症状と、症状ごとの接し方をご紹介しています。また在宅でともに暮らすため
の工夫や、地域包括支援センターをはじめとした、在宅介護をサポートする地域
の相談窓口も掲載しています。さらに在宅で支えきれなくなった場合での選択肢
として、各介護施設の特長、入居条件や費用の目安などもご紹介しています。

定価：本体80円＋税（税込88円） A４判、８P、オールカラー 　商品コード：710920

31

認知症に係る患者さまやそのご家族の皆さまへ、それぞれのステージに応じた、
有益な情報を掲載したパンフレットをご用意しております。
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かかりつけ医のための

認知症マニュアル
公益社団法人 日本医師会　編／監修：西島英利
著：阿部康二　池田学　浦上克哉　江澤和彦　瀬戸裕司　武田章敬　渡辺憲

第２版

定価　本体1,000円＋税10％（税込1,100円）／Ｂ５判・136頁／2020年３月発刊
ISBN978-4-7894-1827-0 C3047 ¥1000E／商品№160461

「認知症施策推進大綱」をはじめとした我が国の認知症施策の新しい展開に対応！
●地域のかかりつけ医が，日常診療において認知症の方と家族に対応する際に参考とすべき点をまとめた書
籍です。患者の変化に気づくことで早期対応を行うためのポイントや，認知症の診断基準，専門医への紹介
や介護・福祉サービスとの連携を行う際の具体的な手続きなどをわかりやすくまとめています。
●2025年には認知症の方は約700万人に達すると予測され，認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる
社会の実現をめざし，国を挙げて認知症対策が進められています。地域の医師にも，認知症患者に早期から対
応することが求められています。本書は研修等を受ける前の医師がはじめに読む入門書としても最適です。
●新オレンジプランや認知症施策推進大綱，認知症高齢者の運転免許に関する道路交通法の改正など，好評
を博した前回版の内容をアップデートするとともに新たなコンテンツを追加し，最新の認知症施策に対応
したより充実したマニュアルとなっています。

マンガでわかる

75歳からの運転免許
定価　本体1,500円＋税10％（税込1,650円）／Ｂ５判・180頁／2019年9月発刊
ISBN978-4-7894-0651-2 C2032 ¥1500E／商品№160652

高齢者の運転免許と認知機能検査のすべてがわかる
●巻頭に，わかりやすいマンガを掲載し，認知症高齢者の運転と免許に関する制度や，周囲の人たちの対応に
ついての内容もさらに詳しくなった最新版です。
●「道路交通法の一部を改正する法律」による，①臨時適性検査制度，②臨時認知機能検査制度，③臨時高齢
者講習制度についても詳しく解説しています。
●高齢者の方ご本人やご家族の方々のみならず，診断書作成に携わるかかりつけ医や，関わりの深い介護保険
事業者・地域包括支援センター，市町村等の高齢者の相談窓口の方が，知っておくべき情報をわかりやすく
まとめた関係者必携の一冊です。

https://info.shaho.co.jp/iryou/
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